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決算特別委員会会議録 
 

平成２５年１０月３０日（水） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １７：０６ 

○委員長 
 皆さん、おはようございます。ただいまから平成２４年度決算特別委員会を開会いたします。

「認定第１号 平成２４年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定」を議題といたします。 
第１０款 教育費、２４６ページから２８６ページまでの質疑を許します。 
まず、質疑事項一覧表に記載されています２４８ページ、事務局費、教育研究費について、

上野委員の質疑を許します。 
○上野委員 
 おはようございます。２４８ページ、事務局費、備考の欄になると２４９ページの上から３

行目の教育研究所費２２３万５３６円についてお伺いをいたします。教育研究所での活動につ

いては、教職員に対する指導が主なものではないかというふうに認識をしておるんですが、具

体的にどのようなものがあるのか、お知らせをお願いいたします。 
○学校教育課長 
 現在、教育研究所の構成につきましては、所長１名、教育問題対応相談員１名、スクールカ

ウンセラー４名、スクールソーシャルワーカー１名、スクールサポーター２名で運営しており

ます。活動内容につきましては、所長、指導主事を中心に教職員への研修を行い教職員の資質

向上を図っております。教職員の専門研修といたしまして、現在教育研究員として５名の教員

が自分の研究テーマを基に研修を行っております。また、いじめ、不登校問題を中心にして児

童生徒及び、保護者の直接的な相談をスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーが

中心となり行っております。スクールソーシャルワーカーにおきましては、さらに、関係諸機

関との連絡調整も行っております。生徒指導の問題におきましては、教育問題対応相談員が電

話等により保護者、教員等の教育相談を行っております。また、スクールサポーターにおきま

しては、問題行動のある学校に訪問し教員をサポートしながら、直接児童生徒の指導を行って

おります。今後は新任の教員採用の数もふえることから、教育研究所の重要性も増してくるも

のと考えております。 
○上野委員 
 私、昨年だったと思いますが、決算特別委員会でこの教育研究所の増員をお願いしておりま

したが、かなってはいないようですが、小中一貫校、既設が一校で今後新設３校ができます。

立派なハードができあがってもやっぱり中の教員の皆さんの指導が大変重要だと思うんです。

べたな教育も大切ではないかと思うんですが、やっぱり子ども達一人一人の特性に応じた教育、

特性を伸ばしていただけるような教育についても力を入れていただく必要があるんではないか

と思います。特に中学生についてはそうだと思いますので、教員の皆さんに対する指導なり助

言なりをもっと力強くやれるような体制を築いていただくとともに、もしそこに何らかの形の

財政的な支援が必要であれば、要求をしていただくようにお願いをして、またそれも、財務部

長は去年課長で聞かれておったと思うんですが、もしそのような要求があれば、できる限り応

えていただくようにお願いをしておきます。 
○委員長 
 同じく２４８ページ、事務局費、いじめ・不登校問題連絡協議会委員報酬について、田中裕

二委員の質疑を許します。 
○田中委員 
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 いじめ・不登校問題連絡協議会委員報酬につきまして、質問させていただきます。いじめ・

不登校児童の現状、そして不登校になったきっかけというもの、また、その対処方法につきま

しては、資料を提出していただいておりますので、その点はわかりますけれども、このいじめ・

不登校連絡協議会の委員の構成について教えていただきたいと思います。どのような方たちな

のか、そして何名いらっしゃるのか、お願いいたします。 
○学校教育課長 
 委員の構成につきましては、民生児童委員、青少年健全育成会等の地域の関係団体、小中学

校校長、ＰＴＡ、警察、少年サポートセンター、法務局、市役所等の関係機関で構成されてお

ります。人数は１５名になっております。 
○田中委員 
 それでは、この連絡協議会での協議内容について教えていただきたいと思います。 
○学校教育課長 
 協議内容といたしましては、大きく２つございます。まず１点は本市の現状に応じた、いじ

め根絶と防止、及び不登校に対する具体的な対策の検討、推進、及び啓発に関する事項でござ

います。もう１つは深刻ないじめが発生したときの対応に関する事項であります。 
○田中委員 
 この報酬の額が３５,４００円で出ています。構成人数は１５名ということでございますが、
これはだいたい何回ほど平成２４年度は開かれたんでしょう。 
○学校教育課長 
 平成２４年の開催回数は２回でございます。 
○田中委員 
 いじめ不登校の連絡協議会が年に２回というのは決して多い数ではないような気がいたしま

すけれども、それで十分だったんでしょうか、平成２４年度は。 
○学校教育課長 
 現在、いじめ・不登校問題連絡協議会につきましては、先ほども言いましたように１回目、

４月の段階で前年度の報告、そして計画をさせていただいています。その後はそれぞれのとこ

ろでやっておりますので、２回目がまとめということでやっております。もし深刻な事態が起

きましたら、そのときに行うということでありますので、大きく連絡協議会を２回として今や

っております。あとはそれぞれが連絡できるように組織づくりをしておりますので、２回で、

今のところは２回で十分であると考えております。 
○田中委員 
 それぞれでと言われたそれぞれとはどのようなものでしょうか。 
○学校教育課長 
 先ほど言いました民生委員や健全育成会の方、相談センター等で学校とそこの相談所が年間

でそれぞれ相談、連絡をしていただくようなことで対応しておりますということです。 
○田中委員 
 それで、いじめ不登校について、今後無くしていくための取り組みについて教えていただき

たいと思います。 
○学校教育課長 
 いま申し上げましたが、まずは本協議会で検討した内容を各学校に確実に提示し、いじめや

不登校の根絶に向けた取り組みの充実を図りたいと考えております。いじめ問題につきまして

は、各学校において生活アンケートに加え、いじめに特化したアンケートを行う等、早期発見

の取り組みが進められております。そこで、いじめが発生した場合の際には、現状に応じて本

協議会に参加していただいております関係機関との連携、早期解決に努めてまいりたいと考え
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ております。また、各学校には不登校対策委員会等が設置されており、不登校生徒の実態に応

じたプロジェクトチームがつくられ、その対応に当たっております。このような取り組みにお

きましても、本協議会に参加していただいております関係機関との連携は欠かせないものであ

り、より密に行ってまいりたいと考えております。ところで、いじめや不登校の背景につきま

しては、子ども達の社会性の未熟さが大きな要因として考えられます。本市では、福岡教育大

学であります小泉令三先生に指導を仰ぎながら周囲の人々や集団と良好な関係や関わりを持つ

力である社会的能力を育てる学習も推進しており、未然防止の取り組みを今後も進めてまいり

たいと考えております。 
○田中委員 
 資料を見ますと、平成２４年度の不登校、小中合わせまして１８３名と資料に出ております。

いじめは小中合わせて平成２４年度４０件と出ております。この連絡協議会がきちっと機能す

る、しているかどうかというのはその翌年以降にわかってくるんだろうと思うんですが、平成

２５年度のことを聞けば委員長から怒られますので、平成２５年度は聞きませんけれども、い

まご答弁にありました未然防止の取り組みに努めてまいりたいというご答弁でございましたの

で、しっかりとこの点、取り組みをしていただきますよう要望いたしまして質問を終わります。 
○委員長 
 次に２５０ページ、人権同和教育費、人権同和啓発推進費について、宮嶋委員の質疑を許し

ます。 
○宮嶋委員 
 おはようございます。２５２ページ、人権同和教育費、人権同和啓発推進費というところで

ご質問させていただきます。追加資料の１４０ページに人権同和教育啓発事業概要と実施状況

ということで資料を出していただいております。この表について、ご説明をお願いいたします。 
○人権同和政策課長 
 追加資料の１４０ページについてでございますが、上段にのせております表につきましては、

市全体で実施しております研修会、講演会、及び旧飯塚地区を除く地区単位、及び自治会単位

の研修など、市が直接実施しております事業の概要を掲載いたしております。下段の表につき

ましては、ＮＰＯ法人人権ネット飯塚に委託しておる事業の概要でございます。 
○宮嶋委員 
 上段の実施状況が市全体でやっている分と下のほうは人権ネットに委託しているということ

ですが、上段のほうについて、まあ市がやっていますということですけれども、どういうとこ

ろが主体となってやってあるのか、教えてください。 
○人権同和政策課長 
 どこが主体でやっておるかということでございますが、昨年４月に市の人権施策を総合的か

つ効果的に推進するために、飯塚市人権同和教育啓発推進協議会というものを発足させており

ます。この推進協議会を中心に上段の事業につきましては、現在行っておるところでございま

す。 
○宮嶋委員 
 いま人権同和教育啓発推進協議会とおっしゃいましたよね。要綱をいただいたんですが、そ

こでは飯塚市人権教育啓発推進協議会設置要綱となっておりますが、同和という文字が要綱の

中にはないんですが、正式にはどちらの名称が正しいのでしょうか。 
○人権同和政策課長 
 正式には人権教育啓発推進協議会でございます。すみません。先ほどは間違えております。 
○宮嶋委員 
 人権同和政策課という名前ではなくって、もう同和、すべての差別問題を解決するという意
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味では、同和という名前をなくしたほうが、すっきりすると思うんで、この要綱を見たらこう

いうふうに名前が変わったのかなと思ったら、課長がそういうふうに言われたんでどちらかな

と思ったんですけれども、ぜひどうしても余りにも同和に重点を置き過ぎているのじゃないか

な、そこが言葉的に出てきたんじゃないかなというふうに思います。すいません、この人権教

育啓発推進協議会、これについてちょっと詳しく教えてください。 
○人権同和政策課長 
 人権教育啓発推進協議会につきましては、昨年７月に本市におきますさまざまな差別を解消

いたしまして、人権尊重社会の実現を目指す施策の総合的かつ効果的な推進を図るために、人

権教育啓発推進法の趣旨に基づきまして、２７団体の委員構成で発足いたしたものでございま

す。具体的には、各団体の連絡調整、あるいは具体的なイベント、現在は飯塚市人権同和教育

啓発実施計画の進行管理や強調月間事業等のイベントの協議等を行っていただいておるところ

でございます。 
○宮嶋委員 
 ２７団体、１名ずつということで２７名の委員で構成されて、昨年４月に発足したというこ

とですが、以前からこの飯塚市全体での事業というのは実施状況を見ますとあまり回数的にも

変わらないようなものが、ずっと行われてきていたと思いますが、今回この平成２４年度から

協議会ができて、されているということですけれど、その以前について、平成２３年以前につ

いてはどういうふうな方法でこの行事を行われていたのかお尋ねします。 
○委員長 
 ちょっと、すいません。宮嶋委員、平成２３年以前に対してのという質問ですね、はい。 
○人権同和政策課長 
 この推進協議会につきましては、合併前の１市４町、それぞれに同じような協議会を持って

おりました。それが合併後、そこそこの地域性もございましてなかなかまとまらない状況が５

年間程度続いておりました。飯塚市におきましては、今推進協議会で行っております、強調月

間事業、あるいは部落解放研究集会等につきましては、実行委員会形式で行っておりました。

それを、１市４町を総合的にやらないかんということで、話が出ておったようでございますが

なかなかまとまらなかった状況がございましたので、昨年４月にやっとこの推進協議会が立ち

上がったという経緯でございます。 
○宮嶋委員 
 特別に新しくつくったものではなくて、再編、改編というか、そういう形でできたというこ

とですが、決算書の中で数字を探してみたんですが、この推進協議会の経費というか、費用弁

償というかそういうものの費用というのはあるのかないのか教えてください。 
○人権同和政策課長 
 協議会自体に対する予算は現在ございません。しかしながら、ここで担っております各強調

月間事業とか、研究集会等の予算は以前から直営でやっておりました部分でございますので、

その関連予算はございます。 
○宮嶋委員 
 この２７名の方、市長、教育委員会というような肩書きの方の場合は、費用弁償はないと思

いますが、他の方も会議で出て来られてもいっさいそういう費用弁償というかそういうものは

ないと、無料ということでよろしいですか。 
○人権同和政策課長 
 そのとおりでございます。 
○宮嶋委員 
 わかりました。平成２４年度にこの推進協議会が設置されましたけど、何回ぐらい会合が行



 5

われたのか、教えてください。 
○人権同和政策課長 
 平成２４年度につきましては、３回の会議を行っております。 
○宮嶋委員 
 たくさんの行事が行われておりますけれども、この行事ひとつひとつに対して会合を持つと

いうようなことではないわけですかね、どういう会議をされているんですか。 
○人権同和政策課長 
 昨年平成２４年度につきましては、４月に発足したばかりでございましたので、発足時にこ

の協議会は開催いたしておりますが、その後は７月の強調月間、これに事前に講演会等１２地

区で行いますことから、そういう部分について協議をしていただいております。１０月の部落

解放研究集会、これにつきましても９月の頭位に協議会を開催いたしておるところでございま

す。 
○宮嶋委員 
 それでは、この行事一つ一つについて運営とかを決めているわけではないと。大きくこの上

から２つ、こういうことに対しての議論をする場で、そのほかの例えば人権コンサートとか下

の方にいろいろビデオ上映会だとかいうことが書いてありますが、こういうものについてはタ

ッチしないと、政策課の方だけでやられているという認識でいいですか。 
○人権同和政策課長 
 １４０ページの追加資料の上段の表の２つにつきましては、今申し上げたとおりでございま

すが、後の人権交流フェスティバル、あるいは人権講座等につきましては、昨年までは飯塚市

が直営で行っておりました事業でございます。しかしながら、平成２５年度からはこれにつき

ましても旧４町の部分でございますので、人権ネットいいづかのほうに委託をしております。 
○宮嶋委員 
 では、これから表の下の方についてはもう平成２５年度は、人権ネットいいづかの仕事にな

るので、来年度平成２５年度からは、この表はずいぶん少なくなるということですね。はい、

ありがとうございました。 
○委員長 
 次に２５２ページ、人権同和教育費、人権同和教育推進費について、宮嶋委員の質疑を許し

ます。 
○宮嶋委員 
 ２５３ページ、人権同和教育推進費というところですが、人権同和教育啓発事業については、

２５３ページで人権同和教育研究協議会補助金ということで支出があっておりますが、支出の

算定基準、これを教えてください。 
○人権同和政策課長 
 これの支出の部分でございましょうか。ちょっと確認なんですが。 
○宮嶋委員 
 補助金が出ておりますが、その補助金の基準…… 
○委員長 
 収入ですか。そこら辺、質問をはっきりしてください。 
○宮嶋委員 
 それは予算でいきますかね、すいません、質問をかえます。資料の１４１ページから１４３

ページに協議会の決算書をつけていただいております。以前から見ていただいたらわかります

ように、平成２２年度からありますが、平成２２年度が、繰越金が５６万６千円、次の年が４

３万１千円というようなことで、とてもほとんどが、これ補助金を主体としたような協議会で、
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この平成２４年度で見ていただくと、補助金の割合は全体の収入の６４％ということになって

おりますので、こういう補助金を主とした事業の中で、この多額の繰越金は、補助金が多すぎ

るんじゃないかということで、見直すべきじゃないかという質問を過去ずっとやってまいりま

した。見ますと補助金がそのまま減っているようにはなっていないと思うんですが、その辺の

説明をお願いします。 
○人権同和政策課長 
 市同研への補助金につきましては、平成２３年に出されました補助金の適正化という意見提

言書が出されておりますけれども、これに基づきまして、平成２３年度決算以降、繰越金の中

の余剰金につきましては、翌年の交付金から削減するというふうなことで、今までも申し上げ

てきております。それで平成２３年度の余剰金約１５万円でございますが、これにつきまして

は、平成２４年度の補助金の交付額から削減をいたしまして、交付をいたしておるところでご

ざいます。 
○宮嶋委員 
 その１５万６千円でございましたかね、この金額は例えば平成２４年度の決算書の中でどこ

に出てくるんですか。 
○人権同和政策課長 
 予算委員会の折にも、ご説明を申し上げてきたところでございますけれども、繰越金につき

ましては、４３万円ということでございますが、この４３万円の中には補助対象外経費も含ま

れておりますことから、繰越金の中の補助対象経費につきましては１５万６,４４７円というこ
とになっておりますので、平成２４年度の交付金から減額をいたしておるということでござい

ます。 
○宮嶋委員 
その補助対象外経費と補助対象になる経費というものはどこで見ればいいんですか。 

○人権同和政策課長 
 補助対象及び対象外という部分につきましては、この決算書の中には出てきておりません。 
○宮嶋委員 
 そこら辺が、補助金が適正に使われたのかどうか、余ったのかどうか、それがわかるような

方法で決算書をつくっていただかないと、余剰金がいくらなのかというのは何か適当な数字じ

ゃないかなという気がするんですが、いかがですか。 
○人権同和政策課長 
 補助対象と申しますのは基本的に、事業費ということで認識をいたしておりますが、この事

業に係ります需用費関係につきまして、需用費のほうに予算組み等がなされております関係上、

委員が言われますようにわかりにくいことになっておりますので、平成２５年度の予算からそ

の辺を市同研のほうにも指導いたしまして改善はいたしておるところでございます。 
○宮嶋委員 
 先日の部落解放同盟の補助金のときも同じような状況だったんです。それで、補助金の見直

しが行われる中でね、本当に事業費、本当に市が行わなければならないようなことをきちんと

やっていただいているということで補助金が支給されるんであれば、この事業費については市

の負担ですよと、事業費のこの部分については市の負担ですよというのがきちんとわかるよう

にしていただかないと繰越金もわからないし、突然１５万６千円という数字が補助金から差し

引かれるだけで意味がわかりませんので、今年度からきちんとわかるようにと言われておりま

すで、ぜひその辺きちんとやっていただきたいということをお願いして、終わります。 
○委員長 
 次に、２５６ページ、２６４ページ、教育振興費、就学援助の状況について、宮嶋委員の質
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疑を許します。 
○宮嶋委員 
 ２５６ページと中学校のほうもありますので、２６４ページに教育振興費ということで就学

援助のが出ております。資料の１４９ページに就学援助の実施状況というのをつけていただい

ております。こういう経済的に大変な状況の中で、子どもの就学の数、急激にはふえておりま

せんけれども、やっぱり徐々にふえているような状況が見てとれます。学校現場とかで子ども

たちに接してある中で、この就学援助の状況についてどういうふうに考えておられるのか。ま

た、周知とか家庭の貧困の状況の把握、こういうものをどういうふうにされているのか、お尋

ねします。 
○学校教育課長 
 まず周知の方法といたしましては、毎年２月に学校を通じまして全児童生徒の保護者に対し

就学援助制度についてのお知らせを配布し、新入学児童生徒の保護者につきましては入学説明

会等において周知を図っております。また、学校において教員等が児童生徒の学校での日ごろ

の様子や家庭の経済状況等を十分に把握しながら、必要に応じて保護者に就学援助制度につい

てお知らせし、状況によっては申請を進めるといった対応をしております。 
○宮嶋委員 
 大変ご苦労をされていることだと思います。親にとっては貧困というか、自分のところが経

済的に大変だというのは子どもにも見せたくない、ましてや学校の先生とかには知られたくな

いというようなものもありましてね、なかなかやっぱりつかみづらい部分もあると思いますの

で、ぜひきめ細かな対応をやっていただきたいというふうに思います。それと、この就学援助、

いま２１．８％の子どもが就学援助を受けているということで、２割以上の子どもたちがやっ

ぱりそういう貧困の状況にあるということは、他の市町がどういう状況にあるのかわかりませ

んけれども、大変な状況じゃないかなと思います。これに加えて、生活保護家庭の子どもさん

の数がプラスされるわけですよね。これ就学援助の中には、生活保護は含まれておりませんよ

ね。そういうことで、もっと多くの生活保護家庭の数を調べておけばよかったなと今になって

後悔しているんですけど、きちんと数字も把握したいと思いますが、やはり多くの子どもたち

がこういうどのくらいになるかわかりませんけれども、３割とかもっと多いかもしれませんけ

れども、そういう子どもたちが貧困の状況にあるということで、教育以前の問題だと思います

けども、その部分についてもぜひ心を砕いていただきたいことをお願いして終わります。 
○委員長 
 次に２５６ページ、教育振興費、外国語活動講師謝礼金について、平成２３年度より５年生

以上の児童に対しての外国語教育必修化の取り組みについて、兼本委員の質疑を許します。 
○兼本委員 
 この平成２３年度から５、６年生の英語が必須科目になったということで、いろんな学校の

先生の反応も英語活動への指導に自信ないとかいろんな諸々があるわけですね。年３５コマ週

１回が必須というような形でなっておるわけですけど。まず、本市においてこの小学校の外国

語教育はどのようになっているのかをお尋ねいたします。 
○学校教育課長 
 先ほど委員のほうも言われましたが、平成２３年度小学校の学習指導要領の改定によりまし

て、小学校５、６年生の外国語活動が必須になり、週に１時間、年間で３５時間の授業が行わ

れるようになっております。 
○兼本委員 
 この必須になったにあたり、どのような取り組みがなされたのか、その点いかがでしょうか。 
○学校教育課長 
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 平成１９年度から平成２２年度までの４年間、小学校外国語活動は英語に慣れ親しむ、外国

の生活や文化を理解する、英語に対する興味・関心を持つ、外国人と積極的にコミュニケーシ

ョンをとれるのを目的といたしまして、総合的な時間においてＡＬＴを派遣する事業を小学校

３年から６年生を対象として導入をしてまいりました。教職員の外国語活動の基本的な進め方

や児童のコミュニケーションのとらせ方など、教員の資質向上において一定の成果が上がった

と考えましたので、平成２３年度よりＡＬＴ派遣事業を新規に小学校国際教育事業といたしま

して継続し、教職員の指導力向上と外国語活動の指導、助言を目的として、教師の直接指導と

授業における補助教員として外国人講師を派遣しております。さらには必要な教材等を購入し、

外国語活動の時間の充実を図っております。また、総合的な学習の時間におきましてもそれぞ

れの学校の特色に合わせ、国際交流として外国人講師を派遣し、コミュニケーション活動もで

きるようになっております。 
○兼本委員 
 平成２４年度の講師派遣についてはどのようになされたのか、お尋ねいたします。 
○学校教育課長 
 小学校２２校、毎学期２回、１校につき最高６回までを限度といたしまして外国人講師を派

遣し、教師への直接指導と授業における補助教員として外国語活動の充実を図ってきたところ

でございます。 
○兼本委員 
 今までの答弁を聞きますと、まず最初には教師のほうにこの英語活動に慣れていただくため

に教師のほうをまずやったということですね。それから今の。この決算書を見ますと、２５７

ページの中で外国語活動講師謝礼金として１７万６千円というのがあがっているわけですけど、

この平成２４年度のこの講師派遣については１７万６千円、これだけが経費でしょうか。ほか

に何かこれ以外に、経費として使ったやつがあるわけですかね。 
○学校教育課長 
 今おっしゃいました１７万６千円につきましては、講師謝礼金となっております。そのほか、

各小学校のほうに教材等を購入しております。 
○兼本委員 
 今、ご存知だろうと思いますけど、市長以下行政のほうとしても、きのう決算でもありまし

たように住宅購入資金とかいろんなものをしながら、何をまずやっているのかというのは飯塚

市の定住人口をふやそうというのが大きな柱として、それに肉づけをしながら政策を立ててや

っているわけですね。ここであんまり言うのもあれですけども、ご存じだろうと思いますけど、

どうして飯塚に転勤になってきて子どもさんたちを連れて来ないで単独で来るのかというのは、

もう何が原因かということは、ここで言わなくてももう十二分におわかりだと思います。平成

２３年から５、６年生が必須科目になったということで、まず、やっぱりそういうことになる

とこういう新しいものからでも先に飯塚に行けばこの英会話が十分にできますよというような

ものを、まず教育委員会としてもこの行政が何をやっているかということをよく理解していた

だいて、定住人口の促進のためには、教育長は何ポイント上げますよということで段々ポイン

トが上がってきているとは思いますけどね、しかし、やはりその新しいこういうふうな事業に

着目して、そういうものでも１つずつ上げていって、飯塚の小学校に行きますと中学校ぐらい

になると英会話はペラペラになりますよという、まあそこまでならないにしてもね、ある程度

そういうふうな目鼻をつけていくと確かに飯塚のほうにもういっぺん帰ってこうかという保護

者も私はあるんじゃなかろうかと思うんですよ。そのためにはね、やはりまず学校の先生に英

語を教えるためにやれといっても、そういうふうな形で今までやってきた小学校の先生はいな

いと思うんですよね。だから、もう専門的な担任制を敷くとか何とかそういうふうな形は別と
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して、それは今後考えらな、今度３年生からまたやるというふうな新聞報道もあっていますか

らね。そうなってくると、専門的な担任制も敷かないかんようになるのかもわかりませんけど。

いずれにしましても、何をいま行政が、市長が柱にしてやりたいかということを、やっぱり教

育のほうもよく掌握して、そしていま何をやりたいかというのは定住人口をふやしていこうと。

そのためにいろんな予算の無駄遣いはないかと言いながら、中心市街地活性化とか何とかいろ

いろやっているわけですよ。だから、そういうふうなことでね、この１７万６千円ぐらいの金

額、それから何か教材は与えたかもしれませんけどね。だけどそういうふうな中で、何かこう

ちょっとピンと来ないなというところがあるんですよね。だから、そういうことで行くならば、

予算を要求して、どんどん予算を要求して、これはなぜ予算を要求するかと言えば定住人口の

促進のために、小学校の５年生から英会話を教えると、特にまた７年後はオリンピックがあっ

て、おもてなしの世界が来るわけですよ。そういうときに、いろんな形で英会話をしゃべれる

ような子どもを飯塚市から育てていくということは、これはよその自治体に対しても、非常に

ＰＲ活動になるわけですね。父兄に対しても。そういうふうな気持ちで私は取り組んでいただ

きたいと思うわけです。確かに小中一貫校等々が今どんどん進んでいきますから、学力の向上

は、小学校の学力がだんだん上がってきているというのはわかりますよ。中学になったらちょ

っと下がるということも、これもどこが原因かということはよくわかっているということです

ので、今後上がってくるやろうと思いますけどね、しかしそれにしても、やはり飯塚は特色の

ある何かをつくろうということでいま頑張っているわけですよ。市長も一所懸命頑張っている。

その頑張っているところの何を頑張っているかということをやっぱり教育委員会のほうとして

も掴んであげて、そしてそれを側面から応援するということが、私は行政が一体となった定住

人口促進のための推進やろうと思うんですよ。私は１７万６千円ぐらいのことで、年に３５コ

マ、週１回、これはもちろん先生が教えているんだろうと思いますけどね、だけど先生も、そ

の小学校の担任になる先生たちがそんなことをやれるとなると、若い先生を５、６年生の担任

にしないとだめだということになってくると思うんですけどね。年寄りの先生に英語を教えろ

と言ったって、私はもう無理だろうと思いますよ、はっきり言って。だからそういうふうな時

代に、要請がなっているわけですから、そこのところを考えると、この予算で私は十二分に、

小学校５、６年生の英語は必須化になって、飯塚市はこれで十二分に、小学校５、６年生の必

須化を十二分に教育やっているのかという、私は自信を持って課長が答弁できるのか、教育長

が答弁できるのか知りませんけどね、ひとつ答弁してください。 
○教育長 
 激励、そして指摘ありがとうございます。現在まで実は小学校の英語活動への支援につきま

しては、先ほど学校教育課長のほうが答弁しましたように、他市町村に先行して実はＡＬＴを

派遣してまいりました。４年間やる中で教員の力量は徐々に向上したんですが、反面、それら

のＡＬＴの専門性に委ねて担任の教師は後ろで授業を見て、お手伝い側に回るというような弊

害場面が、授業を実際に見ていく中でたくさん出てきましたので、じゃあ今度は教員を自立さ

せるためにどうするかということで、先ほど質問者もおっしゃいましたとおり、教員への指導

の指導、教員が子どもに指導することへの指導という形に切り替えました。これを２年間実施

してきましたが、決算書にありますとおり、学校のほうはどうしても、やっぱりネイティブな

イングリッシュを子どもたちに使う機会をもっとふやしてほしいということで、自分たちの指

導は指導で受け入れるけれども、直接外国人と交流する機会を持ってほしいということで要望

も上がりましたので、実は今年度その要望を受けまして九工大の留学生、そしてその家族の方々

と学校を繋いで、この外国語学習の指導を実施しております。また、いま質問者おっしゃいま

したとおり、今後このような活動は国際社会を生き抜く２１世紀型の人間をつくることにも必

要だと思いますので、施策等も今後検討しながら充実させていきたいと考えております。 
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○兼本委員 
 ひとつそういう決意で臨んでいただいて、何を飯塚市が目指しているのかというところを、

やはり行政は行政、教育行政ですから、子どもさんたちのそういうふうな教育という立場にあ

るのですから、普通の一般行政とは若干異なりますけど、しかし飯塚市が何を目指しているか

ということをよくご理解していただいて、そして７年後のオリンピックのときには、ちょうど

その５年生はちょうどいい歳になりますからね、飯塚市から飯塚の小学校を出た生徒たちがオ

リンピックで、ボランテイアでどんどん活動しよりますというテレビ放映が出るぐらいの児童

を育てていただきたいと、そうすると、そのころには飯塚市も大分よくなっていると思います。

そういうことをひとつ希望しておりますので、頑張ってやってください。 
○委員長 
 次に、２６６ページ、学校整備費、飯塚第一・第三・菰田中学校統合事業費について、上野

委員の質疑を許します。 
○上野委員 
 備考で言うと２６７ページの中ごろ、飯塚第一・第三・菰田中学校統合事業費１億７,２６４
万７,１００円についてお伺いをいたしますが、ハード事業についての決算だと思いますが、こ
の統廃合によって学校名に何らか支障がないのかどうか、お聞かせください。 
○教育総務課長 
 飯塚第一・第三・菰田中学校統合事業につきましては、平成２６年４月より第一中学校へ統

合するため、平成２４年、２５年に飯塚第一中学校増築等工事を実施しており、予定どおり本

年１２月末に竣工する予定でございますので、支障等はないというふうに考えております。 
○上野委員 
 第一中学校、非常にあの敷地が狭くて、運動場、体育館について、体育や運動、クラブ活動

に支障はないのかどうか、お伺いします。 
○学校教育課長 
 本年５月１日には６１０名の生徒数でありますが、来年統合により７１５名程度と、いま生

徒数を予想しております。飯塚第一中学校のグラウンドにつきましては、生徒数に対し他の中

学校と比べれば狭いという事実は確かにございますが、県の示す中学校設置基準はもちろんク

リアしております。体育の授業等につきましては、クラスもふえますが、効率的な授業編成を

行い、クラブ活動におきましては限られたスペースを協力し合って活用しているというふうに

認識しております。 
○上野委員 
 運動スペース、県の基準をクリアされているとは言っても、飯塚市内の他の中学校と比べれ

ば著しく差があるのじゃないのかなというふうには思っておるんですが、飯塚市は現在学校選

択制を採用していませんので、このエリアにおられる中学生は飯塚第一中学に行かなければな

らないということなので、将来的にはグラウンドの拡張なども考える必要があるのではないか

と思っておりますが、そこら辺までお考えはあるのでしょうか。 
○教育総務課長 
 先ほど申しましたように、飯塚第一中学校につきましては、来年４月の統合を目指して現在

増築工事等を行い、準備を進めているところでございまして、今のところ委員ご指摘の予定等

はございませんが、今後、児童生徒の動向等を考慮し適切に対応する必要があるとは考えてお

ります。 
○上野委員 
 適切は何が適切なのか聞けというふうに言われておりますが、そこの対応はお願いしたいと

思うんですが、実はやっぱり市内の保護者の方で飯塚第一中学校に子どもを通わせたいという
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保護者の方が多いです。私ははじめ飯塚一中という昔からのブランドなのかなというふうに思

ってはいたんですが、よくよく聞いてみると、飯塚一中、ここにあって塾が近いので、朝送り

迎えをする保護者の方々がたくさんいるんですけど、他の中学校だったら、朝送って行って、

迎えに行って、塾まで送って行って、塾まで迎えに行く。飯塚一中だと朝送れば塾が終わる夜

にもう一度迎えに来るだけでいいというような理由もあるようなんですが、施設等の拡充等が

難しいということになれば、区域外からの就学の受け入れについて、飯塚一中では何らかの考

えを持たなければならないのではないかなと思いますが、そこら辺お考えはありますか。 
○学校教育課長 
 入学等の手続きにつきましては、通学区域の弾力的な運用を行っておりますので、それ以外

につきましては考えておりません。 
○上野委員 
 施設のことも含めて、それは適切に対応ができるように考えていただきたいと思いますし、

先ほど兼本委員からもありましたけれども、各学校の特色をつくるというか、飯塚市全体で英

語教育という話はありました。これが来年から中学校は１０校になるんですか、１０校全部す

べてということも難しいのであれば、特色を出して、各学校毎に取り組んでいただくというこ

とも必要があると思いますが、最低限の施設、スペースと、他校に比べて著しい差がないよう

に配慮をしていただく。学校選択制を採用しないということであれば、飯塚一中の区域につい

ても、今後、本当に考えていただかなければならない時期が来るんではなかろうかなというふ

うに思っていますので、そこら辺適切に対応できるようにお考えをまとめていただきたいとお

願いいたします。 
○委員長 
 次に、２７４ページ、公民館費、公民館の運営について、江口委員の質疑を許します。 
○江口委員 
 公民館につきましても資料のほうを出していただいております。資料が追加資料のほうの１

５０ページ、こちらにサークルの設置基準のほうを出していただきました。まず公民館の目的、

まずそこをご案内いただけますか。 
○中央公民館長 
 公民館の目的につきましては、社会教育法で定められております。住民の生活の必要に応え、

教育、学術、文化の普及並びに向上に努め、もって地域づくりと住民自治の確立や民主化の推

進に役立つことを目的としております。 
○江口委員 
 飯塚についても全く同じというふうな理解でよろしいですか。それともまた別な観点もあっ

てやっていることとかはございますか。 
○中央公民館長 
 社会教育法で定められました公民館に基づきまして、飯塚市公民館条例の運用の中で行って

おりますので、社会教育上の目的に沿うものです。 
○江口委員 
 社会教育法と全く同じ目的であるということですね。次に、サークルについて、こうやって

設置基準をつくって運営しているわけですが、その目的とはどういったものになります。 
○中央公民館長 
 公民館サークル事業は地域住民の要求課題や必要課題に応じて、集団での自主的、持続的な

学習形態をとることで、参加者間の相互作用による学習効果を最大限に生み出していくことを

目的に実施をしております。このようなサークルによる学習活動により、自らが身に付けたも

のを対外的に発表したり、教えたりする活動など、各人が地域社会教育上の役割を持つことに
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よって連携し、そのことからまちづくりが進展することが期待できるものでございます。 
○江口委員 
 次に、施設の利用状況を次の１５２ページに出していただいているんですが、ばらつきがあ

るように見えます。やはり利用状況を見ても多いところもあれば、少ないところもあると思う

んですが、その状況、どのようにお考えですか。 
○中央公民館長 
 地域の人口の度合いにもよりますので、一概に平均での利用ということにはならないかとい

うふうに思っていますけれども、地域による教育に、学習に対する意欲とか、そういったもの

で若干温度差があるようなこともこの数値の中で傾向としてあるのではないかというふうな分

析をしております。 
○江口委員 
 では、この利用者の方々を詳細に分析したことはございますか。どのエリアのどういった方々

が利用していただいている。年に何回利用していただける方々がこのぐらいとか。全く利用し

ていただいてない方がどのぐらいとか、そういったのは分析等ございますか。 
○中央公民館長 
 細かく利用状況の追跡については行っておりませんが、利用者数の年間総数、中央を含めま

して１３館で４３万５,７００人という利用が平成２４年度実績として出ておりますけども、先
ほど出ておりましたサークルによります利用が、このうち１４万１千人ということで、約３割

の利用があっております。そういった関係で地域住民の方々が継続的にグループで活用すると

いう利用が、利用としては結構率としてはあるんじゃないかというふうな思いでおります。 
○江口委員 
 ということは、詳細な分析はしていないということでよろしいんですよね。なぜ、この話を

するかというと公民館、何のためにやっているというお話をして、そしてまたサークルも同じ

ように社会教育の延長でやっている。延長というか、社会教育そのものとしてやっているとい

うお話がございました。であるならば、ある意味、社会教育が住民の一部の方々に偏るべきで

はなくて、きちんと行き届くべきだと思うんです。ところが、現実は偏っていると思っていま

す。公民館の利用者、どういった方々が主ですか。 
○中央公民館長 
 学習者の年齢層によりますとサークル一つを取り上げても６０代、７０代の方がより多く利

用があっているような状況でございます。 
○江口委員 
 男性・女性で言うとどうでしょう。 
○中央公民館長 
 男性・女性の比率につきましても、女性のほうが男性よりも約５倍ほどの利用がある状況で

ございます。 
○江口委員 
 そこは数字があるんですね。やはり、もう少しきちんとターゲットを絞って、抜けていると

ころ、利用していただけていないところに対しては、ここの方々に利用していただくために、

どういったプログラムを提供するかということが必要になってくると思うんです。このサーク

ルなんですけれど、あくまでもこれは自主的なサークルですよね。公民館のほうで地域の方々

にこういったプログラムは必要なので、というふうな形で用意したサークルではないですよね。 
○中央公民館長 
 サークルに係ります公民館との関係はあくまでもグループ、集団によります学習支援という

ふうな形での関わりかと思っておりますけども、その前段といたしまして公民館の講座や教室
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等で学習機会の提供を行いまして、その機会を通じまして数人のグループの人たちが持続的に、

継続的に学習をするというふうなところへつながっていくような取り組みも行っておりますの

で、自主的、全く自主的ということではありませんで、公民館との関わりは、そのような関わ

りが保たれているところでございます。 
○江口委員 
 であるならば、ある意味抜けているところに対して、きちんと講座を打っていって、それで

サークルが育つようにするわけでしょ。それがきちんとやれていたら、この偏りというのは高

年齢であること、それと女性が主であること、この偏りは是正されていくと思うんですけれど、

その作業は十分でしょうか。 
○中央公民館長 
 公民館が行います学習の対象と言いますか、中身と言いますか、そういったものを大きく分

けまして２つの課題を定めて学習を展開しています。１つが必要課題ということで、これは社

会の変動等、それから年齢に応じます、どうしても学習しなければならない学習課題、それか

ら要求課題ということで本人が希望する学習ということで、そのような２つの課題を住民のニ

ーズを踏まえながら、講座、教室をやっているところでございますが、なかなか仕事を持たれ

ているような世代の方等は、参加をしにくいというふうな状況もございますし、また第一線を

退かれました年齢層におきましては、そのような時代の変化等に応えるような学習活動という

のが非常にニーズとして強くございますので、そういった偏りが現状としてございます。 
○江口委員 
 現実は、やはり来ていただいている方々に対して、少しずつ改善をしようという程度に留ま

っているのかなと思っているんです。例えば、この時代になって社会人としての教育を提供す

るという部分に関しては、ほとんどと言ってないんだと思うんです。公民館として。そういっ

た分をきちんとやっていかなくてはならないと思っています。他方ではサークルのあり方自体

もどんどんどんどん変わってきています。そうすると、このサークルの設置基準等についても

見直しが必要だと思うんですが、この資料を見る限りでは平成２０年４月１日から適用します

とございます。これ以降、中についてこういった点が問題となっているので見直しをかけよう

かなとかいう議論とか、そういった施策のあり方についての議論は平成２０年以降なされてき

たんでしょうか。 
○中央公民館長 
 サークル設置基準の中で、特に在籍の年数を原則３年というふうなこと。それから１０人以

上でのグループというふうなことの規定をさせていただいておりますが、現状３年以上の在籍

をされておりますサークル生が現在でも６５％おられます。そういったことで、一つのサーク

ルに、定員に余裕がある場合などについては、３年以上についても在籍を現在認めております

けども、そちらのほうがどちらかと言いますと比率的に多いことから、この３年についてはも

う少し年数を延ばすべきではないかなというふうな検討もいたしたことがございます。それか

ら１０人以上ということにつきましても、発足当初は１０人以上おられても途中で退会等され

まして１０人以下となったようなサークルもございまして、そのサークルについては随時サー

クル生を募集しながら１０人以上にしていこうというふうな取り組みをやっておりますけど、

この人数についてももう少し検討するべきじゃないかというふうな協議は平成２０年以降行っ

たことがございます。 
○江口委員 
そういった分に関しても加速してやっていかないと、時代の要求には応えられないと思って

います。また、以前ご相談させていただいた分では、施設の使い方の部分ですね。第３条の１

号にサークルの使用回数は原則として週１回で月４回を限度、１回は２時間以内とするという
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ふうな形があるんですが、あるサークルではものを出したり入れたりするのがあって、２時間

ではとてもちょっと、それでは足りないと。このやり方だと週１回、月４回の２時間だと合計

すると８時間ですよね、上限としては。そのサークルとしては、例えば、これを４時間の２回、

２週に一遍４時間でやれないだろうかというお話をさせていただきました。これはちょっと公

民館との意思疎通がうまくいかなかったかどうかわからないんですが、その当時ではそれがう

まくできなかった。こういったところに関しても、例えば、上限として８時間なら８時間と決

めて、その割り振りに関してはおおよそサークルのほうにお任せをするといったこと等も考え

ないと、学習の形によっては全然違うわけですよ。そういった点についても改善を求めたいと

思います。あと併せてこういった公民館の活動の目的の部分、社会教育というお話がございま

したけれど、それだけでやっていくべきなのかどうか。こちらのほうは原則３年間に関しては、

延ばす話がありましたけれど、それだけではなくて、やはり今、高年齢化されてきて、健康が

不安になってこられている方々がたくさんおられる。そういった方々に何とか家から出てきて

いただいて、何かをしていただくことは重要になってくると思います。そうすると健康を維持

するという部分からも、この公民館というのはやれるところはいっぱいあるんだと思うんです。

そういった面を含めてやっていただきたいと思っています。そして、そのことに関しては、こ

の公民館が中央公民館と地区公民館、この１５２ページにある、これ１２館でしたかね、だけ

ではなくって、それぞれの地域には自治公民館があるわけですよ。ですよね。自治公民館とど

うやってうまく連携をして、そこでの講座等々を広げていくか。そういったことを考えていた

だく必要があるかと思うんですが、それについて今までは取り組みをやってきているのかどう

か。まずそこをお聞かせいただけますか。で、また、それとその必要性についてどのようにお

考えなのか。 
○中央公民館長 
 自治公民館での学習活動ということでございますが、現在、飯塚市民学びネットワーク事業

と言いまして、通称 e－マナビ事業という事業を展開しております。これは５人以上の学習者
がそろいましたら、指導者のバンクを設けておりまして、その指導者の中から要望される学習

の指導者を派遣いたしますよと。そういった事業を展開しております。これは学習者からの参

加費でもって運営しておりますので、市の予算上の支出は全くございません。そういった意味

で予算決算の中で事業として見えてこない事業でございますけども、すでに市のホームページ

等では事業の案内をしておりますけども、この e－マナビ塾につきましては、どこでも、いつ
でもというふうなキャッチフレーズでやっています。したがいまして、自治公民館でもこの学

習ができるようにというふうなことでいま現在事業を展開しておりますけど、事実、幾つかの

自治会で５人以上集まられまして、学習活動を現在続けておられるというような実態が事業と

して展開しております。それから健康で生き生きというふうな取り組みの中では、当然、学習

し続けること自体が人間らしく生活するということの解釈ができますので、そういった意味で

の学習しつづけることへの支援ということでも公民館として、今後さらなる充実を図っていき

たいと考えております。 
○江口委員 
 ぜひ、そういった取り組みやっておられるのだったら、より多くの方に知っていただく広報

というのをしっかりやっていただきたいと思います。話はまるっきり変わるんですが、公民館

の利用に際してなんです。公民館の利用に際して、会場を使いますよね。そして、帰るときに

どうやって帰ろうかというとき、よく迷うんです。この会場は使った形、そのままでよかった

んだっけ。いや、この会場は学校形式に戻さなくてはいけなかったんだっけ。迷うことがよく

あるんです。壁を見てもどこにもない。書いてあるところもあるし、書いてないところもある。

これを統一する必要があると思うし、その統一するときに、もう使ったらそのままで帰ってく
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ださい。次の方が、自分たちが使いやすいようにしますというふうな形にしていただくほうが、

これからやりやすいと思うんですが、まず統一されていないことの確認とそれをやっていただ

けますか。 
○委員長 
 江口委員、すみません。決算審査以外に及んでいるように、私は思います。ちょっと範囲内

で質疑をしていただかないと時間もいりますので。もうその点だけでいいですか。 
○中央公民館長 
いま現在各館の各部屋を使っていただいて、その後の机、椅子の並び方とか収納の仕方とか

いうことでございますけども、各館によって各部屋に、終わった後はこの状態に机、椅子を戻

して退室をお願いしますということで行っている公民館もございますし、もう使ったままで退

室という公民館もございます。これはぜひ統一をしていきたいと思っています。と言うのが、

片付け等を自主的にしていただきますと、机、椅子の扱いが少し乱暴なところがありまして、

傷みが出てくるとか、そういうことが状況としてございますので、きちんとどのような形で退

室をするのかというのを統一していきたいと思っています。それとあわせて、そういった机、

椅子の傷みの心配等を考慮する中では、使ったままの状態で退室されるのが、一番机、椅子の

傷みが少ないかなと思っておりますので、可能な限りそのような形で統一をしていきたいとい

うふうに考えています。 
○委員長 
 次に、２８４ページ、保健体育総務費、全国大会等出場報奨事業について、上野委員の質疑

を許します。 
○上野委員 
 ２８５ページに備考はなります。全国大会等出場報奨金５６万円についてお伺いをいたしま

す。この事業の内容は把握しているつもりですが、対象者及び対象となる大会はどういうもの

になるか、お知らせください。 
○健康・スポーツ課長 
 全国大会等出場報奨事業でございますが、本市における市民の文化またはスポーツ活動を奨

励助長し、その水準の向上及び振興を図るため全国規模の大会に出場する個人または団体に対

し予算の範囲内で報償金を交付する事業でございます。対象者でございますが、団体にあって

は市内に活動拠点を有する団体でございまして、または個人にありましては市内に居住し、ま

たは通勤もしくは通学をしているものを対象としております。対象となる大会でございますが、

全国規模の大会またはこれに準ずる大会でありまして、県大会、九州大会等の予選を経て全国

大会に出場が決定したもの、または団体もしくはその競技団体等により選考され全国大会に出

場が決定したもの、または団体に交付することとしております。 
○上野委員 
 平成２４年度ロンドンパラリンピックに出場された洞ノ上選手の壮行会、これは単独で行わ

れたというふうに聞いておりますが、また他の全国大会に出場された関係者の方々には、その

都度、市長に時間をとっていただいて表敬訪問をさせていただいております。市民の方々も喜

んでおられて大変ありがたいというふうに思っておるんですが、私、以前にもちょっとご提案

さしあげたかなと思うんですが、この事業の対象となる皆さんを１年に１回、一堂に集まって

いただけるような機会を設けられれば、お互いにたたえ合い、またそれからの切磋琢磨、また

友情を深めるような事業になるのではないかというふうにお聞きをしたことがあったと思うん

ですが、そのようなことはお考えになったのでしょうか、お伺いします。 
○健康・スポーツ課長 
 報奨金の支出だけではなく、質問者が言われますように全国大会に出場する選手または全国
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大会で優秀な成績を残した選手におかれましては、市長から直接、激励の言葉をかけていただ

くため、関係者による市長表敬を行っております。毎年、多くの児童、学生、社会人が市長表

敬においでになっておりますが、今年度はその中でも壮行会ということではございませんが、

単独での市長表敬ではなく夏季大会出場報告会と、全国大会出場報告会と称しまして、全国ソ

フトバレーファミリーフェスティバル、これは小学生とその保護者が出場しておりましたが、

その子どもたちや家族、それから高校総体、インターハイに出場した高校生等を約２０名程度

集めまして市長表敬を行っております。これにより飯塚市民の多くが市長から直接、激励の言

葉をかけていただく機会がつくれたのではないかと思っております。質問者のご提案のように、

１年間に活躍した選手の皆さんを一堂に集めるとなりますと本大会から時間的にかなり経過し

た後ということになる上、対象選手全員の参加が困難ではと考えられますこと、また選手一人

一人に市長から声をかけていただくといった機会が多く確保できないのではないかというよう

な課題が考えられることから、今後におきましても必要に応じて複数の選手合同による市長表

敬を行うなど、工夫をしてまいりたいと考えております。 
○上野委員 
 例えば１年に１回、頑張った飯塚市民をたたえる日とかいうのを設定されて、毎年この日は

そうだよというようなことを設定されれば、市長も１日だけ時間をつくっていただければいい

のではないのかなというふうにも思いますし、例えば子どもたちがその時点で活躍した仲間と、

それから先も友情をはぐくんでいくということは非常にすばらしいことだと思います。お互い

を刺激し合ってさらに努力を続けられるんではないかと思います。現在、身近では、日本シリ

ーズに出場した楽天の辛島投手は飯塚高校の出身ですし、世界的にも、いまロシアで行われて

いるＵ－１７のサッカー第１戦の決勝ゴールを決めた瓜生昂勢選手は、横田の飯塚第一中学校

出身です。高校は福岡のほうの高校に通われていますけれども、もしも彼らが飯塚にいるとき

に子どもたちや社会人、学生の方々と一堂に会するような機会があって、友情がはぐくんでい

かれれば、もっと身近に感じられて、飯塚でも盛り上がりがあるんではなかろうかなというふ

うに思います。ぜひそのような機会を、設定していただけるように考えていただきたいという

ふうに思いますし、またすぐできることで、ご提案申し上げれば、彼らが活躍した写真の展示

スペースを、例えば１階ロビーに、穂波支所にはあるんですかね、他の支所、本庁にも設けて

いただいて、写真をご紹介するというようなこともあわせて考えていただければというふうに

思いますので、よろしくお願いいたします。 
○委員長 
 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 
○宮嶋委員 
 ２５２ページの人権同和教育費のところで、人権同和教育推進費、もう１項目質問をお願い

します。解放子ども会講師謝礼金についてですが、この解放子ども会の実施状況、平成２４年

度の実施状況をお願いします。 
○人権同和政策課長 
 平成２４年度の実施状況ということでございますが、旧飯塚地区におきましては６カ所でお

おむね週１回、１回が１時間半程度行っております。穂波地区におきましては５カ所で毎週１

回、これも９０分程度、庄内地区におきましては１カ所で毎週１回、これも９０分程度で行っ

ております。筑穂地区におきましては５カ所、毎週１回、これも９０分程度で行っております。

合計が１７学級で、延べ１,８７５名ということになっております。 
○宮嶋委員 
 延べ人数が１,８７５人ということで、追加資料の１４５ページのほうに参加人数の推移を載
せていただいていますが、平成２２年度が４,６７３人、平成２３年度が半分ですかね、２,２



 17

４１人、今年度また１,８７５人ということで大きく人数が減ってきております。これに参加し
ている子ども、実人数ではどのようになっているのか、小学生、中学生分けてお願いします。 
○人権同和政策課長 
 平成２４年度につきましては、実数、子どもの実数でございますが、小学生が７８名、中学

生が２３名、合計で１０１名でございます。 
○宮嶋委員 
 １０１名の子どもたちに対して、解放子ども会講師謝礼金というのが２７８万円出ておりま

す。これの内訳をお願いします。 
○人権同和政策課長 
 講師謝礼金２７８万円の内訳といたしましては、回数的には４２３回開催をいたしておりま

す。延べ参加数が１,８７５名でございますが、１回につき３千円の謝礼金を払っておるところ
でございます。それで１回に先生が３名参加される場合が８０回ございました。２名参加の場

合が３４３回ございました。合計が９２６名になりますので、それに３千円をかけた分が２７

７万８千円、それと外部講師を１回招へいいたしております。これに５千円をプラスいたしま

した２７８万３千円ということでございます。 
○宮嶋委員 
 子どもが１,８７５人、延べ人数ですね。その中で推進員の先生は、回数にしますと９２６名
ということで、子ども２人に先生が１人と、平均しますとね。そういう会合が、子ども会が行

われているということです。解放子ども会講師謝礼金というのは、いま言われましたように２

７８万３千円ということですが、これ以外に解放子ども会を運営していくための関連経費がほ

かにあるのか、いくらになるのか、教えてください。 
○人権同和政策課長 
 解放子ども会の関連経費ということでございますが、この２７８万円の講師謝礼金のほかに

消耗品等の需用費関係が約５１万円、交流会や合宿研修会を実施するためのバスの借り上げ料

などが約２０万円、あせまして約３４９万円となっております。このうち約１３１万円が県費

補助でいただいておるところでございます。 
○宮嶋委員 
 総額で３４９万円、そのうちの１３１万円が県費補助だということになりますと、一般財源

からこの１０１名の子どもたちに対して２１８万円というお金が支出されているというふうな

ことになります。解放子ども会以外の一般の地域の子ども会には大体１人当たり１００円とい

う補助金だというふうに前回聞いておりますが、この関連経費を割り戻せばいいんでしょうけ

ど、１人当たり一般の子ども会は１００円ですが、解放子ども会の場合は１人当たりいくらの

経費になるのでしょうか。 
○人権同和政策課長 
 先ほども申し上げましたが、関連経費を含めまして３４９万円使っておりますので、単純に

割り戻しますと、１人３４,０００円ぐらいになります。 
○宮嶋委員 
 １人１００円の補助金で地域の子ども会がどんな活動ができるのかなというふうには思いま

す。それぞれに廃品回収だとかバザーだとか工夫されて、地域の子ども会もなかなか子どもた

ちが集まらない中で苦労してやられておりますが、それにひきかえ解放子ども会１人当たり３

４,０００円というような金額を聞いて、これは本当に不公平だというふうにはお考えになりま
せんか。 
○人権同和政策課長 
 一般の子ども会と解放子ども会、これの１人当たりの補助金ということに比較をいたします
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と、その差はございますけれども、解放子ども会につきましては人権教育推進法に基づきまし

て、行っておるところでございまして、県費補助もいただいておるところでございますので、

解放子ども会事業につきましては継続して実施してまいりたいというふうに考えております。 
○宮嶋委員 
 県費補助もあるということですけど、県費補助を１３１万円いただいたおかげで飯塚市の財

政から２１８万円いるわけですよね。これをやっぱり一般子ども会と一緒にしてやるべきだと

いうふうに思います。人権教育とか啓発とかこういうものは、ある特定の子どもたちだけを集

めて差別はだめだよという教育をしても、社会全体がそういう思いにならないと解決しないこ

となんですよ。本当にこれは逆効果になっている部分がね、大いにあると思うし、これだけの

経費をかけるだけの効果は、必要性はないんではないかなと思います。今後ぜひこれを廃止の

方向に向かって頑張っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
○人権同和政策課長 
 解放子ども会につきましては先ほども申し上げましたとおり、法律に基づきまして行ってい

る事業でございますので、人権同和問題が解決するまでは、継続していく必要があろうかとい

うふうに考えております。 
○宮嶋委員 
 人権同和問題が解決するというのは、どういう状態を指して言うんですかね。 
○人権同和政策課長 
 さまざまな人権差別がございますが、そういう差別が解消をするということで認識をいたし

ております。 
○宮嶋委員 
 堂々めぐりになりますけれども、                           
                                           
                 （発言取り消し）                  
                                           
                                           
                                           
                だから、一緒に考えるということでの教育というのはもち

ろん必要だと思います。でも、特定の子どもたちだけを集めてこういうやり方をやっていくと

いうことは、本当に問題点が多いと思いますので、多くのこういう事実を１人当たり３４,００
０円も使っているというようなこういう事実もきちんと皆さんに認識していただいて、この解

放子ども会どうやっていくのかっていう話し合いをその地域の人たちだけじゃない、全体の人

権問題を考える中で、ぜひ論議をしていっていただきたいということを要望して、終わります。 
○委員長 
 いいですか。       （発言取り消し）                  
○宮嶋委員 
          （発言取り消し）            取り消させていただきます。

委員長お願いいたします。      （発言取り消し）     
○委員長 
            （発言取り消し）                  
○宮嶋委員 
 じゃあ、取り消させていただきます。 
○委員長 
 ほかに質疑はありませんか。 



 19

○上野委員 
 解放子ども会ですけど、ここに参加をするという、参加をさせるという保護者の方と、参加

を実際するという子どもたちにも勇気がいるんですよ。今おっしゃったように、差別はいろん

な差別があるんですけど、やっぱり命にかかわる問題にもなってくると思うので、私はできる

限り、これはいろんな形で広めていくべきだと思っているんですが、特に対象者が限られてい

る差別事象に関しては、できる限りこれは行政として手を差し伸べていくべきだというふうに

思いますし、これをもしなくしたり縮小したりするようなことがあれば、それはそれでその対

象となっている方々に対してきちんとした説明、理解、納得が必要だというふうに私は思いま

す。 
○委員長 
 ほかに質疑はありませんか。 
○江口委員 
 ２６６ページ、学校整備費の飯塚第１、第３中学、それと菰田中学校統合事業費についてお

聞きいたします。昨年の中で、給食調理室が、工事が進みました。そこにあったものがなくな

りました。その部分に対してはどのような手当てをしようということで、対策を講じようとい

うことでああいった形になったのか。ご説明いただけますか。 
○委員長 
 再度江口委員お願いいたします。 
○江口委員 
給食調理場を建てたことでプールなくなったんですよね。学校施設の中で大切だというとこ

ろで、各学校に整備しているプールがなくなったんだけれど、この部分は何らかの対策を考え

ているからそうなったと思うんですが、それについてはどのような考えだったのかお聞かせい

ただけますか。 
○教育総務課長 
 一中のプールの件に関しましては、いま委員ご指摘のとおり平成２４年度に廃止といいます

か、取り壊しを行いまして、給食施設のほうになっております。それで、プールにつきまして

は先ほど学校の施設、適宜対応しますという答弁をさせていただきましたが、学校施設以外の

施設の活用ということで、一中につきましては来年度につきましては、市内の市営プールまた

は県営プールの活用をして授業等は対応したいというふうに考えております。 
○江口委員 
 今年は菰田中学校のプールでしたよね。これから先、市民プールないし県営のプールを利用

してという話もありましたけど、すぐ近くのもう１つプールありますね。そういったこともあ

わせて考えるべきだと思いますし、移動時間等も考えたら、逆に整備をするというのもひとつ

かもしれません。十分な検討を求めます。 
○委員長 
 ほかに質疑はありませんか。 
（ な  し ） 
ほかに質疑はないようですから、第１０款 教育費についての質疑を終結いたします。 
暫時休憩いたします。 
休 憩 １１：３９ 
再 開 １１：４６ 

 それでは再開いたします。 
次に、第１１款 公債費、第１２款 予備費及び１３款 災害復旧費、２８６ページから２

９０ページまでの質疑を許します。質疑ありませんか。 
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（ 質疑なし ） 
質疑がないようですから、第１１款 公債費 第１２款 予備費及び第１３款災害復旧費に

ついての質疑を終結いたします。 
次に、歳入についての質疑に入ります。第１款 市税から第１０款 地方特例交付金、９４

ページから９６ページまでの質疑を許します。 
まず、質疑事項一覧表に記載されています９４ページに市税、滞納状況と特徴について、宮

嶋委員の質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 ９４ページの市税についてです。平成２４年度の市税の収納状況、資料１ページからですか

ね、出していただいておりますが、この状況、なかなか景気低迷の中で市税が増えてこないと

いう状況にあると思いますが、どのように財政担当課として見ておられるのか認識をお願いい

たします。 
○納税課長 
 現政権において、いろんな施策が打ち出されておりますが、大都市や大企業にはその効果が

見られるものもあるように感じております。しかし、急激な円安による物価上昇の影響等もあ

り、地域経済としては依然として厳しい状況にあるんではないかというふうに認識しておりま

す。 
○宮嶋委員 
 今の状況の中で年金は減らされる、生活保護も引き下げられるという状況の中で、生活保護

の方は税金関係ないかもしれませんけども、いろいろな… 
○委員長 
 ちょっと慎重に質問してください。（発言する者あり）だから、それがあってもそれを公式の

場でそういうのを…ちゃんとやってください。 
○宮嶋委員 
 適時処理してください。そういう中で大変厳しい状況にあると認識されているということで

すが、この間の市税の滞納額、推移、その点について説明をお願いします。 
○納税課長 
 市税における滞納額の推移でございますが、資料の１ページの上段の方に市税収入未済額等

の状況における収入済額の、そこに書いております年度ごとの一番右端になります収入未済額

が滞納額のことになります。この表からいきますと、平成２２年度が約１０億３,５００万円、
平成２３年度が約１０億６,２００万円、平成２４年度が約１０億４,５００万円とここ数年横
ばいの状態が続いております。 
○宮嶋委員 
 では、この近年の滞納状況から、本市としてどのような特徴があるのかということをお答え

願います。 
○納税課長 
 年度ごとの市税全体の調定額は平成１９年以降、平成２３年度を除きまして減少傾向にあり

ます。しかし、滞納額は先ほど言いましたが１０億円ちょっとということからずっと減少はし

ておりません。このことから厳しい経済情勢が地域経済にも影響を与え、市税全体の調定額が

減少しているものと考えております。そのことが市民生活にも影響を与え、現年度分について

は、どうにか納付できている方もおられますが、過年度分については、そこまで納付ができて

いないのが大きな要因で、そのまま滞納繰越額が同じ額で推移しているのではないかというふ

うに分析しております。 
○宮嶋委員 
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 現年度分でもなかなか納められない中で、過去の滞納分まではなかなか払えないというよう

な状況ですね。差押えについても滞納するというということで差押えが行われておりますが、

この資料で３ページに市税の差押え状況というのを出していただいておりますが、ちょっとこ

の表がものすごくわかりにくくて、最終的には差押えによる納入額っていうのは一番右側にあ

る金額で、今年度、平成２４年度にいきますと５,６８９万２千円、これが実際の差押え金額で
すよね。この左の方に書いてある数字がずいぶん大きいんですが、この辺の説明をお願いいた

します。 
○納税課長 
 ご説明します。この表下段の方になるんですけど、一番右側に合計欄があるんですが、これ

が年間に差押えた件数でございます。その横の滞納額、これは差押えた物件等の、差押えた件

数にかかる滞納額、その横に、右側ですけど、差押えによる納入額は差押えた金額の中で、実

際に換価できたお金が５,８８９万２千円、ここで言えば、１０億１,６００万円近く差押えて
換価できたお金が５,６８０万円というような金額になっております。 
○宮嶋委員 
 ということは、これ滞納額って書いてありますので、滞納額はわかります。この滞納額、合

計した分がいわゆるこの年度の滞納額、総合計ということになるわけですかね。 
○納税課長 
 いえ違います。実際の滞納額と差押えした滞納額とは違います。滞納額の中で、差押えた額

の内数になります。 
○宮嶋委員 
 では例えば、預貯金を１００万円差押えたと、その中から５０,０００円払っていただいたか
らこの納入額が５０,０００円になったということですかね。 
○納税課長 
 はい、そういうことです。滞納者がおられて、滞納額がただ今言われたように１００万円あ

って、差押えをしたんですが、実際に換価できたお金が今言ったように５０,０００円だったら
５０,０００円というふうに内数になりますので。 
○宮嶋委員 
 私はですね、どこからこの差押えてお金が入金されたのかというのがわからないなというふ

うにこの表を見て思ったんです。だから、これはこれなんか意味があるのかちょっとこの表が

ちょっとよく意味がわからないんですが、今後例えば、平成２４年度の差押え金額のうちの内

訳が何を差押えたところで出てきたお金なのかとこういうことがわかるように今後の要望とし

て、お願いして終わります。 
○委員長 
 続きまして、同じく９４ページ市税、不納欠損額の状況について、宮嶋委員の質疑を許しま

す。 
○宮嶋委員 
 ９４ページの不能欠損額の状況についてですが、不能欠損を行う、どういう手順で行われる

のかというのをお尋ねします。 
○納税課長 
 まず不能欠損の処理の考え方ですが、これにつきましては、既に調定されている歳入が徴収

しえなくなったことを表示する決算上の取り扱いのことを言います。不納欠損処理が必要な場

合とはどういうことかということですけど、まず債権が存在するが、法律上または事実上の理

由により徴収が不能もしくは著しく困難であると認められる場合に不能欠損を行います。税の

場合で言えば、時効による消滅というのが１つ、それから執行停止、滞納処分の停止を行う場
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合、それと執行停止後即処分するという３つの方法によって不能欠損を行っております。 
○宮嶋委員 
 時効が５年ということで、時効が成立すれば不納欠損になるということですけれども、５年

経ってもどういったことか、きちっと対応されれば、この時効が延びるということはあるんで

しょうか。 
○納税課長 
 時効による消滅というのは、５年間時効中断の措置をとらなかった場合で実質納税課の方と

しては時効にならないような手立て、差押えとか、納付誓約書を入れてもらうとか、そういう

ことによって時効を防ぐように行っております。 
○宮嶋委員 
 ということはご本人と相談して少しずつ入れていただくというような分納相談とか、そうい

うものを行えば、この時効は延びるということですね。それでもなおかつ、これだけの不納欠

損が出てきているという理解でよろしいですか。 
○納税課長 
 先ほど言いました不納欠損の中で執行停止、滞納処分の停止というのがございます。これに

つきましては、滞納処分をする財産がないときとか、滞納処分をすることによって、その生活

が著しく逼迫するおそれがあるとか、滞納者の方々の所在とか、処分する財産を発見できない

ような場合については、執行停止をして、その状況が３年続いた場合には不納欠損に持ってい

くということで、これについては納税課においては、鋭意財産調査を行った上で、この執行停

止を行っておりますので、それが３年後不納欠損となる場合がこの数字に上がってきていると

いうふうに考えております。 
○委員長 
 次に、９４ページ、市税、固定資産への課税について、上野委員に質疑を許します。 
○上野委員 
 ９４ページの市税、固定資産税の課税についてお伺いします。まず、固定資産税の課税対象

となる家屋は一体どういったものなのか、またその家屋を課税台帳から抹消するというときは

どういった場合なのか教えてください。 
○課税課長 
 まず、１点目の課税対象となる家屋はどういったものかということにつきましては、固定資

産税の課税対象となる家屋は不動産登記法で言います家屋と同様に屋根や壁を備えているのか、

これが外気遮断性、そして地面に定着しているかということで土地定着性、その建造物が目的

とする用途に供しうるものかどうかという用途性といった３つの要件をみたすものとされてお

ります。課税台帳からの抹消ということのご質問でございますが、所有者から家屋滅失届が提

出された場合、また法務局からの家屋取壊しの登記異動通知書の送付があった場合に、現地調

査を行い、家屋がないことの確認をした上で、家屋台帳から抹消し、課税の対象から除外して

おります。また、職員が市内を巡回するときに家屋が解体され、更地になっていることを確認

した場合も、家屋台帳から抹消し、課税対象から除外しております。 
○上野委員 
 住宅の敷地については、税額が軽減される特例があるということですが、それはどういった

ものですか。 
○課税課長 
 小規模住宅特例のことと思いますけれども、地方税法の第３４９条の３の２に規定されてお

ります住宅用地に対する固定資産税の課税標準を軽減する措置でございます。ちなみに、住宅

の敷地となる土地につきましては、２００平米までは税額を算出するためのもととなる課税標
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準額を６分の１、また２００平米を超える部分につきましては、３分の１とするものでござい

ます。これは住宅がなくなることによりまして、家屋の税額は、課税はなくなりますけれども、

土地の税額がもとの宅地としての課税になりますので、増額するという形になります。 
○上野委員 
 つまり２００平米まで、約６０坪ちょっとかな、これに関しては住宅が建っていれば、土地

について税額が６分の１になるけれども、家がなくなったら６倍になるという理解でよろしい

ようですね。では、空き家になっても、それは住宅とみなして、今ご紹介があった住宅用地の

課税標準額の特例を適用されるのでしょうか。 
○課税課長 
 課税のために私どもが現地調査を行った際に、住宅かどうか、小規模住宅かどうかというよ

うな判断を行います。そういうことで空き家になったからといって住宅の要件を備えている場

合につきましては、その部分は従来どおり小規模住宅の特例をいれるようにしております。 
○上野委員 
 ただの空き家ではなくて、居住の用に供さないと思われる家屋については、もう家屋につい

ては課税をしなくてその土地について住宅用地の特例を解除する、こういうことをやれれば、

先ほど答弁された６分の１の適用がなくなって、固定資産税の増収を図れるのではないかと思

いますが、いかがでしょうか。 
○課税課長 
 ご質問のことで、増収を図れるのではないかということでございます。今、申されました対

象となる住宅がどの程度あるのかというのは、正確な調査をしておりませんので、現在把握し

ておりませんけれども、約１００件程度そういう住宅があるのではないかというふうに思って

おります。しかしながら、居住の用に供しているか否かの判断も所有者の考え方もあると思い

ますので、その点につきまして全市的な、公平な判断基準を持って行う必要があるというふう

に考えております。今後、今検討の途中でございますけれども、他市の状況等を参考にしなが

らこの取り扱いについて慎重に検討してまいりたいというふうに考えております。 
○上野委員 
 積極的に検討してください。明らかに、１０人中８人、９人がみてこの家は住めないだろう

というような家も見かけられます。ただ、所有者の方は壊すと税金が６倍になるので壊さない。

できれば台風が来て飛ばしてくれればいいなくらいの考えを持っている方もいらっしゃるよう

です。ぜひ、そこら辺迷惑をするのは周りに住んでいらっしゃる方なので、ぜひ市として先般

空き家条例を制定されましたけれども、あれだと随分弱い、強制力がありませんので、ぜひ課

税の方からもそういった促せるような施策をとっていただきたいというふうに、積極的にご検

討をお願いして、この質問は終わります。 
○委員長 
 次に、同じく９４ページ、市税、滞納に係る差押えの原則について、上野委員の質疑を許し

ます。 
○上野委員 
 同じく９４ページ、市税について、滞納に係る差押えの原則ですが、法律で規定があると思

うんですが、どのようになっておるのかお知らせください。 
○納税課長 
 差押えをするまでの規定でございますが、税金が納期までに払われない場合は、納期限後２

０日以内に督促状を発送します。その後、１０日経っても税金が完納されないときには、滞納

者の財産を差押えなければならないとなっています。これは、納期限までに納められた方との

公平性を保つため、また、市の租税債権を保全するために、国税徴収法や地方税法の規定に基
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づき行うようになっております。 
○上野委員 
 法律で督促状を発送した日から起算して１０日を経過した日までに税金を完納しないときは、

滞納者の財産を差押えなければならないというふうに規定をされているんですが、飯塚市の納

税課はそのようにされておられるんですか。 
○納税課長 
 納税課では督促状を出してすぐに差押えをするようなことは行っておりません。数回の催告

書を送付し、納税相談等に来られた方にはその方の資力にあった納付方法などを協議し、あく

までも自主的に納付していただけるように指導を行っております。ただ、督促状や数回の催告

書に対しても何ら連絡をされてこない方とか、また滞納者に多額の財産や収入があるにも関わ

らず、少しずつしか納めていただけない方については、差押えによる処分徴収を行っておりま

す。 
○上野委員 
 法の規定は、納期限内までに納められた方との公平性を保つためにこういう規定があるんで

すよね。今言われたように相談等に来られた方はまだ善意がある方ですよ。基本、法律に則っ

て皆さん方は徴収業務をやらなければならないというふうに思うんですが、今後この地方税法

かな、国税徴収法に則った形で、ルールどおりに業務を行っていただきたいというふうにお願

いをしたいんですが、所管の部長にご答弁を求めます。 
○財務部長 
 現在の取り扱いに関しましては、今納税課長が申しましたような悪質な滞納者の方に対して

の差押えということの処理をしています。委員のご提案に関しまして、公平公正な事務を取り

行う意味で、検討してまいりたいというふうに思います。 
○上野委員 
 これは法律に書いてあって、確かに罰則等はありませんけれども、やっぱり法律に則って公

務員の皆さん方は、行動すべきだというふうにご指摘を申し上げておきますのでよろしくお願

いします。 
○委員長 
 答弁よろしいですか。次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ な  し ） 
質疑はないようですから、第１款 市税から第１０款 地方特例交付金までの質疑を終結い

たします。 
暫時休憩をいたします。 
休 憩 １２：０９ 
再 開 １３：１０ 

 委員会を再開いたします。 
次に、「第１１款 地方交付税」から「第１４款 使用料及び手数料」、９６ページから１０

２ページまでの質疑を許します。 
まず、質疑事項一覧表に記載されています９８ページ民生費負担金、保育（保育料、入所基

準）について、江口委員の質疑を許します。 
○江口委員 
 民生費負担金、保育料等に関してお聞きいたします。まず、資料のほうを出していただいて

おります。資料が５ページのほうになります。この保育料については、第１子については全額

いただくんだけれど、第２子については半額、第３子については無料というふうな取り扱いに

なっておりますが、ただこの半額になる第２子並びに無料になる第３子に関しては、同じ時期
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にというか、同時に保育園に入所していることが必要というふうな形だったかと思いますが、

その点まず確認からさせてください。 
○子育て支援課長 
 はい、いま質問者のとおり、現在、園に在園している兄弟児というのが対象になってまいり

ます。 
○江口委員 
 それもひとつ政策だと思うんですけれど、他方で考えるときに、１歳、３歳、５歳と３人お

られましたと。３歳は半額だと。１歳は無料ですよね。１年経ちましたと。２歳、４歳、６歳

になったと。ここまで一緒だったと。ところが、もう１年経ったら小学校に入りましたと。３

歳、５歳、７歳で小学校になりますよね。とすると、この方々に関しては本来、第１子に関し

ては小学校になったのでノーカウントで、第２子が第１子扱いとして、そして第３子が第２子

扱いとしてなるわけですよね。ただ、この扱いで本当にいいのかなと考えたときに、この第２

子、第３子、本来の第２子、第３子に関して、半額ないし無料というふうな取り扱いができな

いのかなと考えるようになりました。現実的にそのような取り扱いをしているところがあるの

かどうか、まずお聞かせいただけますか。 
○子育て支援課長 
 他市の事例であるのかというお尋ねでございますが、私どもの知る限りはちょっとないので

はないかというふうに考えております。 
○江口委員 
 じゃあ、とりあえず現状では知らないということですね。いま言ったような状況がどの程度

あるのかについては、つかんでおられますか。 
○子育て支援課長 
 現在のところ、つかんでおりません。 
○江口委員 
 この第２子ないし第３子の減免については、子育ての支援という意味での政策ですよね、課

長。であるならば、本来的に政策の対象ということを考えると、そこらへんを調べた上できち

んと届くようにするのが妥当だと思っています。小学校に入って義務教育になって、義務教育

は無償なんでいいよねと考えられるかもしれませんが、他方でやはり小学校は小学校なりに費

用がかかるのも現実であります。例えばこの部分に関して、飯塚市としていま言ったような現

実的な第２子については半額、第３子については無料という政策をとろうとしたときに、これ

は厚生労働省からそんなことするんだったらペナルティーとかね、受けるようなものであるの

か、またもしくは違法というふうな取り扱いであるというふうなことが言われるようなもので

あるのか。その点についてはいかがですか。 
○子育て支援課長 
 現在、国の保育料の徴収基準では、同一世帯から２人以上入所する場合、現在の階層区分、

これは所得ですけども、所得にかかわりなく第２子は半額、第３子以降は無料といった軽減措

置がとられております。本市ではこういった多子世帯については国の徴収基準に準拠した取り

扱いを行っているところでございますが、保護者の保育料の負担軽減のために国の徴収基準に

対しまして約２０％の独自の保育料の軽減措置を行っております。こういったことから、条例

で規定すればできなくはないというふうに考えております。 
○江口委員 
 ごめんなさい、ペナルティーなり違法というふうな指摘を受けるものではないという理解で

よろしいですかね。 
○子育て支援課長 
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 そのように理解しております。 
○江口委員 
 であるならば、ぜひそこら辺の部分きちんと実態を調べた上で、必要であるならばやってい

ただきたいと思っています。やはり政策の目的が子育て支援であるわけですから、それが十分

有効であるようにやっていただきたいというのがまず１点でございます。続きまして、資料の

６ページ、７ページ、８ページに入所基準について載せていただきました。この入所基準なん

ですが、先の一般質問か代表質問かの中で１点取り上げさせていただいたのが、お子様が２人

おられて片一方の子どもを別居のおじいちゃんなりおばあちゃんが見てくれるという話をして

くれるんだけれど、実際に相談に行くと、２人とも保育園に入れるか、２人ともそのおじいち

ゃん、おばあちゃんに見てもらうかどちらかだと言われたと。その点どうなんだろうというお

話をさせていただきました。その点について、この入所基準からするとどこにひっかかってだ

めなのか、お聞かせいただけますか。 
○子育て支援課長 
 入所基準の要領の部分で言いますと、３．入所選考の方法の中の（２）の②、③あたりに該

当するというふうに考えられます。 
○江口委員 
 もうちょっと丁寧に教えていただけませんか。というのが、私は、同居ではない親族がとい

うお話をしたんです。②、③、これ同居親族ですよね。丁寧にお願いいたします。 
○子育て支援課長 
 この入所基準に関する要領につきましては、実は飯塚市保育の実施に関する条例に基づいて

記載しております。この条例の中で、この同居の親族その他の者というふうに規定しておりま

して、要領の中では同居の親族というふうに切ってしまっておりますけども、正確には同居の

親族等といったような形で、いわゆる保育に欠けるお子さん、それを規定する中で、親御さん

と同居の親族、その他の者というふうに規定しているところでございます。 
○江口委員 
 先ほどお話をしたのは、２人お子様がおられて２人を同時に保育園に入れるのか、２人とも

親族に見ていただくのか、どちらかしかないと。お話があったのは、１人だったらおじいちゃ

ん、おばあちゃん頑張って見れると。だけども、その取り扱いはだめだと飯塚市側は言われる

んだけれど、それはどこになるんでしょう。保育に欠けると言うんだけれど、どの部分なんで

しょうか。 
○子育て支援課長 
 保育所の入所につきましては、そもそも児童福祉法において保育に欠けるお子さんというこ

とになっております。保育の実施基準に基づきまして条例を定めて、それに基づいてこの選考

要領なり選考基準を定めているところでございます。これは入所基準に照らして、お尋ねの祖

父母等が当該児童を保育することができないということが認められないというような場合には、

入所をお断りすることになります。詳しく申し上げれば、１人しか世話をできないという理由

ですね。これらについてどうして、１人だけは見れるけれども、もう１人は見れないのかとい

う部分について、挙証資料等を、お示ししていただいて、それを審査するといったような形に

なります。一般的には児童の属する世帯で、２人のご兄弟のうちお１人だけが保育に欠けると

いうのは、飯塚市の事例で言えば非常にレアケースであるというふうには考えております。 
○江口委員 
 合併前の飯塚市というか、１市４町の中でそういった取り扱いをしたところがなかったのか

どうか、そしてまた、そのような取り扱いをしている他市町村がないのかどうか、その点はど

うですか。 
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○子育て支援課長 
 お尋ねのケースにつきまして調べましたところ、旧市町におきましては具体例に乏しくてそ

の取り扱いは定かではありませんでした。しかしながら、同居の親族その他の者に関するこの

保育に欠ける要件についての考え方は、大きく異なることは従前からなかったものというふう

に考えられます。また、他の自治体では他の要件全ての児童選考が終わりまして、なおかつ希

望の保育所の定員に余裕があれば選考する可能性のある自治体があるかもしれませんけども、

保育に欠ける要件に関する考え方につきましては本市と同様の考え方でございます。 
○江口委員 
 私がお聞きしたのは、ある町ではそれは受けていたんだよってお話をお聞きしたんです。他

の自治体でも受けているというケースをお聞きしました。その保育に欠けるという部分なんで

すけれど、じゃあ６人兄弟がいましたと。６つ子がいましたと。おじいちゃん、おばあちゃん、

６つ子全員見てくれよという話になると、できると思います。そんな話だと思うんです。やっ

ぱり、そのきつい中で息子なり娘の夫婦のところに孫ができて、２人はちょっと体力がなくて

無理なんだけれど、１人だったら頑張って見てあげようかと。それがある意味親心だと思うん

ですが。ところが、そこについて飯塚市はノーって話をされるんです。この保育に欠けるって

何なんでしょう。これは保育に欠ける状況じゃないんです。１人だったら見れるんだけど、そ

れは申し出聞かせていただいて、「ありがとうございます。お１人受けていただいてありがとう

ございます。」でいいと思うんですけど、それをかたくなに言うのはどういった理由なんでしょ

うか。そこにもともと保育が何のためにあるという部分の視点が、温かい視点があるとは思え

ないんですが、いかがですか。 
○こども・健康部長 
 すみません、ちょっと言わせていただきます。これは江口委員の言われる、私も委員のほう

からこういうおじいちゃん、おばあちゃんが子ども２人を見てると。１人は見れるけど２人は

見られんと。それで、皆、下に職員を呼んで、私自身もちょっと腑に落ちませんので、その話

をしました。それで、申しわけないですけども、保育に欠ける、欠けないというのが、世帯を

この家が保育に欠ける家か欠けん家かというふうにいま国が見ていますので、そこでおじいち

ゃん、おばあちゃんが見られて、１人は見れるけど２人は見きらんという理由がピシッといる

と。いま委員が言われましたけど、私もこれについてはちょっと腑に落ちんやったもんで、県

にも聞いてくれ、国にもちゃんと確認してくれと言っております。どうしても前はできたと言

われますけど、会計検査が入ってかなり厳しい指摘を受けております、いろいろ。その中で返

還とかそういう形になりますので、うちとしてもピシッとこうやっていく中で、これから子ど

も子育て会議、今からやっておりますので、委員の気持ちもわかりますので、その点は私ども

も伝えていきたいと思いますので、すみませんけど、ご理解はよろしくお願いしたいと思って

います。 
○江口委員 
 理解はしないんですけれど、しっかり検討していただきたいと思っています。この保育園に

関しては、多くの方々から希望する園に入れないんだけれどというお話をよくお聞きいたしま

す。飯塚市は、表向きは、待機児童はないというふうな形になっているんですよね。現実に来

年４月の分に関して、年内に申請をするわけですよね。年内でしたっけ。来年度の入園につい

ては、年内に申請するんでしたっけ。その部分で申請をしたときに選考されますよね。それで

入れなかった方々というのはどのくらいおられます。 
○子育て支援課長 
 第１希望で入れなかったというお子さんについての数字はちょっと持っておりません。 
○江口委員 
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 持っていないというのが不思議なんですが、やっぱりそこら辺をきちんとしないと、ある意

味待機児童はいないと言うがために、資料を取っていないのかという疑いすら持てるわけです。

で、お話で言われたのが、ご自宅が筑穂なので筑穂の近いところの園に入れたい。それだった

らなんとか仕事中でもやりくりができると思ったと。ところが、その筑穂なり穂波にはないと。

で、頴田ならあるんだけどというケースがあると。で、逆のケースもまたあるわけですよ。だ

けども、飯塚市としてはそこに入れなさいですよね。そして、そこに入れない場合は待機児童

にはカウントしないという形ですよね。間違いありませんか。 
○子育て支援課長 
 現在の国の待機児童の定義について、まずご説明いたします。国の待機児童というものに関

する定義につきましては、ほかに入所可能な保育所があるにもかかわらず、特定の保育所を希

望し保護者の私的な理由により待機している場合には、待機児童数には含めないというふうに

されております。また、その距離に関しましては通常の交通手段によりご自宅から３０分未満

で登園が可能なことというふうにされているところでございます。このため飯塚市におきまし

ては、通常の交通手段とされております自家用車で３０分という範囲になりますと大半の園が

登園可能というふうな位置づけになってまいります。こうしたところから国の言う待機児童の

定義にはほとんど当てはまらないといった形になっております。 
○江口委員 
 国の基準があるにしろね、現実の世界が国の基準どおり動くわけではないわけですよね。だ

からこそ特定の園というか、近くのエリアを待っておられる方々がおられるわけですよね。だ

けども、それについては、いま何ら把握はしていないという形でよろしいですか。そこについ

ては、把握はしておられますか。 
○子育て支援課長 
 基本的に入所のあっせん、調整におきまして、当初お申し込みのあった方々については、ど

こかの園には基本的には入れるような利用、あっせん・調整というのを行っております。 
○江口委員 
 基本的にではなくって、そういった方々はおられないということですか。希望するところが

あるので、先ほどの話だったら筑穂、ないしぎりぎり穂波かなっていう希望があるのでそこ以

外についてはそちらが空くのを待ちたいという方等はおられない。すべてそこら辺は満足して

いただいているというふうな形ですか。 
○こども・健康部長 
 保育所がだいたい３千名ぐらい入れていますけれど、第１希望で入るのが大体９８％入って

おります。第２、第３希望、５０何人の方が第２、第３希望という形で、お父さんお母さんの

希望を９８％はかなえているという形です。５０何名の方には直接お電話して、自宅じゃなか

ったら仕事場の近くのほうでどうですかということで、ずっとお電話しながら、いろいろお話

ししながら納得していただいて、そういうふうに１月から３月にかけて私どもは作業をしてお

ります。それから４月に入所されて、いま委員言われるように、途中から入所される方につい

ては、実際、いま私どもが一番直面しているのが、０～１歳の子どもさんをどうするか。面積

基準はあるんですけど、保育士がいないんですよね。それで、私立保育園でも公立でも、もう

毎日のように保育士を探しております。０歳児は３人に１人保育士がいりますので、２歳児に

ついては６人に１人、そういう保育士を探さないといけないもので、それでもなるべく仕事場

が自宅に近いほうでやっています。いま言われたような、委員が納得できない部分もあると思

いますけど、こういう話をしながらなるべく近いところで保育所を選んでおりますので、そこ

ら辺も先ほど同様ですけど、なるべく良いほうにやっていきたいと思いますので、ご理解よろ

しくお願いしておきます。 
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○江口委員 
 その気持ちはわかるんだけど、現実として、そこら辺はつかんでいるのかどうかということ

なんです。９８％は第１希望で満足していただいているというお話があったんだけれど、残り

の２％なり、その途中入所なりという中で、そうやって待っておられる方がおられるかどうか

については、掴んでいるのか掴んでいないのか。どうですか。 
○子育て支援課長 
 お尋ねの件について、例えば予約といったような形でうちのほうで掴んでいるというような

ことはいたしておりません。 
○江口委員 
 結局何でも掴んでないんですよね。予約じゃなくても。やはり現状、どちらに合わせるかだ

と思うんです。確かに費用はかかる話かもしれませんけれど、どちらのほうに合わせるかだと

思います。そしてその部分は、確実に口コミで伝わる部分だと思うんです。ここが入りやすい

ところかどうなのか、寄り添ってくれる場所なのかどうなのか。せっかくやるんだから、そこ

ら辺きめ細やかにやらないと、ある意味ただでさえきょうの午前中でも飯塚市から子どもが逃

げていくのはというお話がありました。同じようなことになりかねないわけです。そういった

部分も含めて、さらにやっていただきたいということをお願いしておきます。 
○委員長 
 同じく、９８ページ、民生費負担金、保育所運営費保護者負担金について、宮嶋委員に質疑

を許します。 
○宮嶋委員 
 ９８ページの民生費負担金、保育所運営費保護者負担金についてということですけれども、

審査意見書の結びの中で見つけたんですけれども、保育所運営費、いわゆる保育料、これの収

入未済額が１,０２７万円１千円減額になったということで率にすると２８．７％の未済額が減
ったということなんですが、いま保育料というのはどういうふうにして徴収されているのか、

教えてください。 
○子育て支援課長 
 現在、保育料につきましては口座振り替えの利用者がおよそ７０％ございます。そのほかは

納付書払いということになっておりますが、収納事務に関しまして飯塚市のほうでは委託とか、

あるいは訪問徴収といったものは行っておりませんが、毎月の督促状のほか、２カ月に１度、

催告状の発送、それから納付を約束していらっしゃる滞納者への電話による督促、それから窓

口に来庁していただいた上での納付相談、こういったものを行っております。また、悪質な滞

納者につきましては、預貯金、給与に関する金融機関、勤務先への調査、照会というものを行

っております。こうした取り組みの結果、平成２４年度は２件の差押え処分といったことも行

っておりますが、公立保育所に限っては所長より声かけを行ってもらうなどの努力を行ってお

るところでございます。こうした結果、徴収率につきましても先ほどご指摘ありましたように

未済額も減っておりますし、徴収率に関しましても９９．１２％から昨年は９９．４１％に向

上したような結果でございます。 
○宮嶋委員 
 未済額が減るんですから、いいことなんでしょうけど、これが過剰な、いま差押えのことを

言われましたけど、差押えとかそういうものが広く行われているのかどうかというとこら辺を

確認したかったんですが、いま２件ということで、これはいつから差押えとかは行われている

んですか。 
○子育て支援課長 
 少なくとも平成２４年度以前、平成２３年度以前から行っておりました。 
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○宮嶋委員 
平成２４年度、特に未済額が減ったというところ辺の理由は何か特別にありますか。 

○子育て支援課長 
 特に、平成２４年度向上したということではございませんで、毎年徴収率については向上し

てきております。これは、やはり収納担当のほうで努力してきた結果だというふうに考えてお

ります。また、園のほうのご協力もあってのことだというふうに考えております。 
○委員長 
 １００ページ、総務使用料、同和会館人権啓発センター使用料について、宮嶋委員の質疑を

許します。 
○宮嶋委員 
 １００ページですね。総務使用料、同和会館人権センターの使用料についてということです。

平成２４年度の使用料の内訳をお願いいたします。 
○人権同和政策課長 
 平成２４年度の使用料の内訳でございますが、立岩会館につきましては４５,５７７円、穂波
センターにつきましては２４万１,７４０円、筑穂センターにつきましては９４,０００円、合
計で３８万１,３１７円となっております。 
○宮嶋委員 
 立岩会館の使用料が極端に少ないと思うんですが、この辺の話をお願いいたします。 
○人権同和政策課長 
 立岩会館の使用料がほかの２館に比べて少ないということでございますが、立岩会館につき

ましては旧飯塚の同和会館でございまして、旧飯塚には伊岐須会館というものもございまして、

２館あったわけでございますが、この伊岐須会館を、平成２３年度末をもって閉館をいたして

おります。隣保館としては。そういうことから、伊岐須会館の隣保館主催事業等も立岩会館で

行っておりますことから、減免の件数がふえたと、また減免の額も増えてきておりますので、

有料使用料といたしましては、減ってきておるところでございます。 
○宮嶋委員 
 いわゆる飯塚市が主催されるような行事が立岩会館で多く行われているということで、減免

だと思うんですが、もっと、多くの皆さんに使っていただくだけのスペース、余裕とかいうの

は、もう一杯一杯なんでしょうか、それとも空いている時間があるのかどうかですね。 
○人権同和政策課長 
 隣保館につきましては、市内３館現在ございますけれども、だいたい主催事業等で埋まって

いる状況がございます。空きがないかと言われれば、時期的なものもございまして、空きはご

ざいますが、その部分につきましても、現在ＰＲ等は行っておるところでございます。 
○宮嶋委員 
 一般の方にも貸し出しを人権センター含めてやってあるということですけれども、通常の公

民館等々使用料というのは大きく違うのでしょうか。 
○人権同和政策課長 
 合併直後におきましては、隣保館旧１市４町まちまちでございました。それで、これにつき

ましても、昨年でございましたか、平準化をいたしまして、条例改正をいたしたところでござ

います。現在は公民館の使用料等々も参考にしながら、平準化をしたところでございます。 
○宮嶋委員 
 昨年から平準化ですか。ことしからですか。 
○人権同和政策課長 
 失礼しました。ことしの４月から平準化いたしております。すみません。 
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○宮嶋委員 
 やっぱりせっかく施設があるわけです。公民館も皆さんどうしても使いたい時間帯だとか日

にちだとかが重なってきまして、いろんな催し物とか、会合をするときに公民館を探しますけ

ど、なかなか空いていないということが多々あります。そのときに人権啓発センターがあった

なというふうに、なかなかまだ皆さんが思い至ってないんだろうと思います。使用料とかそう

いうものに関してきちっと同じような条件でされているんだったらそういうところも使えると

思いますしね、特に、穂波の人権啓発センターなんか、結構いっぱい使われているようにお見

受けします。ぜひもっとＰＲ活動っていうか、せっかくある施設ですから使えるようにやって

いただきたいということをお願いして終わります。 
○委員長 
 次に、同じく１００ページ、土木使用料、住宅使用料について江口委員の質疑を許します。 
○江口委員 
 住宅使用料について資料を出していただいております。追加の資料ですと１３ページから…

ごめんなさい、１１ページからですね、それと成果説明書でしたら６ページ、７ページぐらい

になるんです。お聞きしたいことは１点なんです。１４ページを見てわかるように平成２３年、

平成２４年については、訴訟が１件も上がっておりません。これはいかなる理由でないんでし

ょうか。 
○住宅課長 
 平成２３年度と２４年度に訴訟が行われていない理由についてですが、実は、平成２３年度

に住宅使用料のシステムが変更されまして、滞納者に対する交渉の事蹟や支払い約束情報、こ

ういったものの移行がスムーズに行われておりませんでした。そうしたことから滞納者個々の

交渉事蹟等の追跡調査、それから支払い約束の資料の確認、こういったものの作業に時間をと

られた結果となっております。しかしながら、その結果、今年度は現在１０名に対しまして訴

訟に向けた手続を現在行っているところでございます。 
○江口委員 
 システムの移行があったとはいえ、それが２年ないというのは、はっきり言って、言い訳に

はならない部分だと思います。システムの移行があったとしてみても言い訳できるのはせいぜ

い３カ月ですよ。この点について、担当部長なりは、どのような指導をされておられたんでし

ょうか。 
○住宅課長 
 ただいま強制執行の件数については、ゼロ件ということでご報告をさせていただきましたが、

実は平成２３年度に自主退去という形で３件、このうち２件が行方不明、１件が長期不在、そ

れから平成２４年度には行方不明３件、長期不在５件、それから名義継承はできないというこ

とで１件、合計９件、この合計、平成２３年と２４年で１２件の方につきましては、個別に調

査をいたしまして連帯保証人もしくはご家族、ご親族の方とお話をさせていただきまして自主

退去をさせていただいております。以上でございます。 
○江口委員 
 成果説明書の方にも連帯保証人にも通知し法的措置も含めた住宅使用料の徴収強化に努めて

まいります。２カ月以上の滞納者についてはというふうな分がございます。この２カ月分以上

になったとき、それからあと例えば、何カ月、何カ月あると思うんですね、そこら辺の基準っ

ていうのは決まっているのかどうか、決まっていればそこら辺をご案内いただけますか。 
○住宅課長 
 まず滞納から１カ月目で督促状を送りますが、それから平成２４年度までは４カ月以上滞納

になったところで催告書を送っておりました。そうしたことで若干その督促状から催告書を送
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付するまでに約３カ月間期間が空きますので、これを是正いたしまして平成２５年度からは１

カ月目で督促状、２カ月目で催告書を、その催告書の欄にも連帯保証人への通知する旨の記載

を一文入れて催告書を送っております。それから３カ月目で再度催告書を、このときには本人

と連帯保証人へ通知をいたしております。そうした取り組みをするように現在は是正いたして

おります。以上でございます。 
○江口委員 
 少しスピードアップしたのはわかります。ただ督促状、催告書を送るのはいいんだけれど、

現実に書類だけで人が動くかというと、そうでもないわけですよね。そうするとやはり法的措

置が必要になってくるから、やるようになったわけでしょう。そこについてはどのような基準

でやっておられますか。 
○住宅課長 
 従来は、高額滞納者ということで平成１９年、合併後ですが、平成１９年度には１６件して

おりますけども、これはあくまでも専決処分で議会に報告した件数でございますが、１６件し

ております。そのときに金額見ますと、大体２０万円以上の方を対象にやっております。それ

から平成２０年度にも６件しております。それから平成２１年度に４件しております。だいた

い２０万円から１００万円ぐらいの方を対象にやっております。今年度１０件につきましては、

金額１００万円以上の方を対象に今手続を進めております。 
○江口委員 
 平成２４年度ないし２３年度と比べれば進歩かもしれませんけど、その前が２０万円から１

００万円程度というふうな話がございました。やはり早期にやらないと払う方も払えないわけ

ですよね。となるとどんどん前倒しして最初やっていた２０万円ないし、例えば５カ月なら５

カ月で切るとかね、そういった分をすべきだと思います。その点しっかりやっていただきたい

と思います。 
○委員長 
 同じく１００ページ、土木使用料、市営住宅使用料について永末委員の質疑を許します。 
○永末委員 
 同じく１００ページ土木使用料、市営住宅使用料についてお聞きします。監査委員の意見書

の方を見ておりまして、１０ページの中段あたりに、市営住宅使用料の収入未済額の分の増加、

８．５％増加という指摘と不納欠損の１９２％の大幅な増加という指摘がありましたので、ち

ょっと質問をさせていただきました。まず１点目の平成２４年度の市営住宅使用料の収納状況

についてまずお示しください。 
○住宅課長 
 まず住宅使用料の現年度分、調定額６億３,７４７万３,５００円に対しまして、収入済額が
５億９,３７０万６,４００円、収納率９３．１３％となっております。過年度分につきまして
は、調定額２億１,３８０万４,３０３円に対しまして、収入済額が１,９６４万７３０円となっ
ております。不納欠損額が５９６万１,７０４円で収納率が９．１９％となっております。 
○永末委員 
 では先ほども申し上げましたけども、平成２４年度の市営住宅使用料の収入未済額が前年と

比較して８．５％増加しております。金額ベースで１,８１６万円ほどの増加となっております
けども、この理由についてお示しください。 
○住宅課長 
 まず、前年度の調定額との比較からご説明いたします。平成２４年度の現年度分調定額は６

億３,７４７万３,５００円、滞納繰越分調定額は２億１,３８０万４,３０３円、調定総額は８億
５,１２７万７,８０３円となっております。平成２３年度の現年度分調定額は６億３,３８３万
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９,９００円、滞納繰越分調定額は１億９,０３４万１,７３４円、調定総額は８億２,４１８万１,
６３４円となっておりますので、調定総額にいたしまして、２億７,００９万６,１６９円の増
加となっております。このうち、滞納繰越分の調定額がすみません、失礼しました、先ほど調

定総額２,７０９万６,１６９円の増加となっておりまして、滞納繰越分の調定額がそのうち２,
３４６万２,５６９円の増加となっております。この滞納繰越分の調定額が大きな原因であるわ
けでございますが、平成２２年度の現年度分収納率が９２．２９％、平成２３年度の現年度分

収納率が９２．２０％と落ち込んだ結果、現年度分から滞納繰越分に移行する、こういったこ

とになってしまいます。こういうことで調定額が増加する一方で、収納率につきましては、滞

納分の収納率につきましては１２．５８％から９．２１％へと３．３７％下がったことが大き

な要因となりまして、平成２４年度の収入未済総額が前年度より１,８１６万４,６６６円と増
加したものでございます。つまり、現年度分収納率が落ち込むことによりまして、次年度の滞

納繰り越し分調定額が増加することにつながりますし、一度滞納になりますと現年度分とあわ

せて、支払いをしなければならないという状況になりますので、所得に応じた安い家賃とはい

え、所得の増がない状態になって、現年度分と滞納分を合わせて支払うということは厳しい状

況になりますことから、平成２４年度の滞納繰り越し分の収納率が落ち込んだものであり、そ

の結果が収入未済額の増となったものでございます。 
○永末委員 
 かなり大きな数字が並びましたので少し難しいですけども、現年度分の収納率が落ち込むこ

とによって、それが滞納繰越の方に移行して、それが調定額の増加に結びつくというふうな、

そういう連鎖になっているというような説明だったかと思います。先ほどの答弁の中で、使用

料、収納率の低下ということをおっしゃいましたけれども、その低下の理由についてはどのよ

うに分析されていますでしょうか。 
○住宅課長 
 低下の理由といたしましては、１つに平成１８年の合併時に住宅使用料の統一を図った際に、

使用料は上がる方につきましては、激変緩和措置として３年間の傾斜家賃をかけて使用料を徴

収する方法をとってきた関係で、１年ごとに使用料が少しずつ上がっていき、結果、平成２１

年度から通常家賃になるようにしていたことが考えられます。２つ目に、住宅の新築移転にお

いても急激に住宅使用料が上がることを避け、５年かけて少しずつ使用料が上がるようにして

使用料を徴収することとしておりますので、６年目に本来の家賃になります。合併前に建築さ

れた住宅において、この本来家賃になるタイミングがちょうど平成２１年、２２年、２３年く

らいになってきています。その結果と平成２０年度以降の経済不況のタイミングが重なったこ

とも１つの要因ではないかというふうに考えております。こういった状況を十分把握した中で、

分析した中で、徴収体制を取り組まなくてはいけないということを痛感している状況でござい

ます。 
○永末委員 
 収納率低下の理由のほうを今述べていただきましたけれども、この収納率のほうを実際さら

に詳しく見ていきますと、現年度分の収納率は上がって、過年度分の収納率は下がっておるよ

うなんですけれども、過年度分の収納率が下がった理由というのはどういうところにあるんで

しょうか。 
○住宅課長 
 先ほども若干ご説明申し上げましたが、滞納者につきましては当然現年度分と滞納繰越分の

両方を支払っていただくよう指導していくようやっているところでございますが、１度の滞納

になってしまいますと、なかなか支払うのが困難であります。そういうことで、私どもとしま

しては現年度分が９２．２０％まで落ち込んだ結果が、滞納繰越の増になったということで、
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当然滞納繰り越しの分納の話もさせていただいておりますが、まず現年度の収納率を上げてい

くことに取り組みたいということで、平成２４年度から現年度分の収納率を１ポイントずつで

も上げていこうということで取り組みをさせていただいております。そうした結果、現年度分

は若干上がったんですが、いただいたお金を現年度分に優先して入れたことから滞納繰り越し

分が下がった状況になっております。 
○永末委員 
 実際に徴収する金額があって、その金額を現年度に充てたのか、過年度に充てたのかという

ふうな振り分けの考え方によって、上がり下がりが出てきたというふうな説明だったかと思う

んですけれども、結局現年度分をきちんと徴収していこうというふうに考えられるのは当然必

要なことでありますし、そういった方向性でよろしいかと思うんですけども、その分過年度分

というのが減らずにずっと残り続けるわけですけども、それは結局のところ、最終的に不納欠

損というふうな形に結びつきやすいかと思うんですけど、平成２４年度、この不納欠損という

のも大幅に増加しておるんですけども、この理由は何でしょうか。 
○住宅課長 
 平成１９年度以前の滞納分で入居者の死亡によるものが１２件で２２９万２８３円、入居者

の行方不明によるものが３件で３０５万４,３３３円、強制執行後の未納分が２件で１６万７,
０８８円、合計１７件で５９６万１,７０４円の不納欠損処理をいたしております。 
○永末委員 
 以後、滞納者に対する取り組みについてお聞きしていこうと思っておったんですが、先ほど

江口議員の方からその分の質疑のほうがありましたので、その部分に対しては重複しますので

取り下げをさせていただきます。今年度、しっかりと取り組む体制が整ってきたというふうな

答弁をされておりましたんで、ぜひ来年の決算、数字が上向くことを期待いたしまして、質問

を終わります。 
○委員長 
 次に、同じく１００ページ、土木使用料、市営住宅の空き家募集状況について、宮嶋委員に

質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 １００ページの土木使用料です。今、空き家の状況がどうなっているのか、まずお尋ねしま

す。 
○住宅課長 
 平成２４年度末の状況で申し上げますと、管理戸数４,４２３戸に対しまして、入居戸数３,
８３０戸となっており、空き家戸数は５９３戸でございます。なお、空き家戸数５９３戸の内

訳といたしましては、政策的空き家、これは老朽化等によって建て替えが必要ということで公

募を停止しているものでございますが、これが３１７戸、通常の空き家が２４４戸、補修費が

大きくかかるものが１１戸、補修不可のものが２１戸となっております。 
○宮嶋委員 
 空き家が随分ふえているのは、今建て替え、政策空き家と言われましたけれども、建て替え

のために入居を止めているという公募停止というのが３１７戸、３０いくつか戸数がふえてい

る。それにしても、空き家の戸数がやはり政策空き家の戸数がふえたのから比較すると、やっ

ぱり多いんじゃないかなというふうに思います。年間４回空き家募集をかけられて、３２戸か

ら３７戸、５月、８月、１１月、２月ということで、募集をかけられております。１３４戸、

平成２４年度は、空き家募集はされたと、これだけの空き家がある中で、１３４戸しかかけら

れてないんですが、その１３４戸をかけて、それでもなおかつ、入居に至ったのは７８戸とい

うふうな資料が１０ページに出ていますけれど、そういうことになっておりますが、この辺の
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理由を教えてください。 
○住宅課長 
 まず、募集をいたしましても申し込みのない住宅というのがございます。それは立地的な条

件等によるものと思われますが、また当選後に住宅を確認していただくわけですが、想像して

いた状態と違うというふうなことから、老朽化を理由に辞退される方もおります。さらには当

選をされても保証人になってくれる方がいないという理由で入居できない方もおられますが、

空き家になっている住宅、そのほとんどが立地条件や老朽化が大きな原因となっております。 
○宮嶋委員 
 毎年そういうような状況ですが、例えばその募集をかける住宅に関しては、決まってから補

修をされる、きちっと入れるようにされるんですかね。 
○住宅課長 
 一般公募にしております住宅につきましては、修繕をかけてから住める状態にして公募をか

けております。ですから、あまり多く修繕をかけて公募をしても募集がないと、数年空き家の

状態になりますと再度また補修をしなくちゃいけないというふうな状況もありますので、でき

るだけニーズの高いところを選定しながら補修費のかからないものから、公募にかけるように

いたしております。 
○宮嶋委員 
 ということは、１３４戸募集して７８戸しか入られなかったということは、５６戸が、応募

がなかった。それと実際に見たらちょっとこれは住めなくていやだなということで断られたと

いうことになりますが、ということは補修費がかかっているわけですよね。募集をかけようと

思ったらそれなりの補修費をかけてある。そのときにこの空き家は、補修をかけるかどうか、

応募があるかどうか、そういうところら辺は担当課できちっと吟味されているわけではないん

ですか。 
○住宅課長 
 その点につきましては、課内で十分に協議した中で、ここだったら補修費いくらぐらいかけ

ても、ある程度応募があるだろうという見込みの中でさせていただいておりますが、結果的に

我々が思うものと住民ニーズとの違いがあるのかなと。ただ、どうしても新しい住宅に応募倍

率が高いですよと、なかなか当たらないですよというご説明をさせていただいたり、ここはい

いんじゃないですかというふうなお話をさせていただいても、結果的にやっぱり新しい住宅を

望まれる方が多くて、８０倍、９０倍といったような状況がありますので、そうしたことも１

つの要因かなというふうに思っております。 
○宮嶋委員 
 せっかくこの５６戸、多くの修繕費がかからなくても補修できるという状況の中で、補修さ

れたと思うんですが、これがまた空き家になることで、いつこれが埋まるかわかりませんけど、

その間、また管理費だとかもう一度募集をかけて本当に入ろうとしたら、もう一度補修がいる

というようなことになると、今回この５６戸、補修をかけた補修費というのは、無駄使いじゃ

なかったのかなというふうに思うんですがいかがですか。 
○住宅課長 
 委員ご指摘のとおり結果だけを見ればそうだと言わざるを得ません。そうしたことのないよ

うに我々としても今後こういった状況を十分把握しながら、対策を練っていきたいというふう

に思います。 
○宮嶋委員 
 どうなんですかね、本当に家がなくて、民間でものすごく高いところに住んで少々ボロでも

いいから、家賃の少ないところに行きたいという方は、いっぱい話を聞くような気がするんで
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すよね。そういう人たちが、たまたま募集が３カ月に一遍しかないということで、なかなかそ

の役所の方に窓口には募集のあれが置いてありますけど、そういうのがこうわかっていないと

いうか、そう意味では空き家募集していますよっていうのがね、わかるようにとか、例えば募

集の回数をもっとふやすとかね。そういうことで、このせっかく改修した市営住宅が埋まるよ

うにという、そういう検討はされているでしょうか。 
○住宅課長 
 今、市営住宅につきましては、管理戸数が４,４２３戸、実際は３,８３０戸の入居というよ
うなことで、５９３戸空いておりますし、長寿命化計画の中でも約４００戸を減らすというふ

うな計画はあります。そうした中で適正な管理戸数というのを、今後きちっと把握していかな

くちゃいけないのでないかというふうに思っております。そういったものもあわせまして、募

集の仕方、こういったもの、募集の回数、こういったものも含めまして今後検討していきたい

というふうに思います。 
○宮嶋委員 
 ぜひ、片ややっぱり入りたいという方もいらっしゃると思うんで、ぜひそういう皆さんに周

知していただいて入っていただきたいと。それと公募ができないというような修理が不可能な

長屋とかいうのがあるのかもしれませんけど、不可能だというようなものに関しては、やはり

壊すということも、そして例えばそこにちょっとした公園じゃないけれど、空き地をつくって

あげるとか、そういうことも考えられると思うんですが、その管理戸数を減らすというところ

では、何かネックになっていることがあるんでしょうか。 
○住宅課長 
 管理戸数を適正な管理戸数に削減していくというふうなこと、大きなネックとなりますのは、

例えば４戸連の住宅に１戸だけ入ってある。この方を例えば同じ団地内のほかの住棟に移って

いただくというふうなことを今考えているわけですが、例えばそれをやったときにその方が気

持ちよく移っていただける、こういったことがあれば比較的スムーズにそうしたこともできる

んではないかなというふうに思っておりますが、現実そこで長年生活されてこられた方がそう

いったことを私どもが提案をして受け入れてくれるかどうか、こういった問題もありますので

その辺りまだまだ課内で検討している段階でございます。これにつきましては、今後関係課と

も十分協議をして方向性を出していかなければいけないというふうに思っておりますので、い

ま暫くお時間をいただければというふうに思っております。 
○宮嶋委員 
 おっしゃるとおり住んでいる人の権利とかいうのもありますんでね、無理やりというふうに

はならないと思いますが、ぜひそういうふうな方向で検討していただきたいというふうに申し

上げて終わります。 
○委員長 
 同じく、１００ページ、土木使用料、旧同和住宅の空き家状況について、宮嶋委員の質疑を

許します。 
○宮嶋委員 
 同じく１００ページの同和住宅の戸数と入居率、また募集方法とか資格とか、そういうもの

を何度かお聞きしたような気がしますけど、変わっていないのかどうか、その辺ちょっとお尋

ねします。 
○住宅課長 
 同和向け住宅は、平成２４年度末で２１団地、３４２戸ありますが、そのうち４９戸が空き

家となっており入居率は８１．２９％となっております。この中には補修費が大きくかかるも

のや公募停止となった住宅も含まれております。入居の方法につきましては、空き家が発生し
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た段階で関係団体へ募集の案内を送付し、入居希望があれば一般公募と同様の資格審査を行い

まして入居資格、収入基準を満たしている申込者であれば推薦を依頼しております。推薦を受

けた申込者に対しましては、入居手続きを経まして正式入居となっております。 
○宮嶋委員 
 これは元々その同和向け住宅ということで、同和予算の中でつくられたんだろうと思います

が、もう今の時点でそういう特別にこの住宅に関して同和予算で管理費が出るとか、予算の部

分でこれはこういうふうに使わないといけないという規定があるんですか、管理費とかですね。 
○住宅課長 
 そういう規定はございません。一般向け、一般の住宅と同じ取り扱いとなっております。 
○宮嶋委員 
 そういうことで、特に空き家になっているわけですから、もうそういうのを取っ払ったとこ

ろで公募をかけるべきだと思うんですよね。関係団体へ案内をして資格審査をやってというふ

うになっておりますが、ということは解放同盟とか全日本同和会とかこういうものに加入され

た方しかこの住宅には入れないというふうになっているのかどうか、それは市の決まりの中で

そういうのがあるのかどうか、お尋ねします。 
○住宅課長 
 そうした団体に加入しなければ公募できないというふうなことにはなってないというふうに

思っています。加入しないと入れないというふうには聞いておりませんので、また市のほうで

も加入したとか加入しないとかいうことを入居の基準にしているわけではございませんので、

そういった基準はないかと思っております。 
○宮嶋委員 
 であれば、その運動団体にお伺いを立てて、そちらからの推薦状をもらうという必要がない

んじゃないかと思いますが、どうですか。 
○住宅課長 
 元々同和向け住宅ということで建てられた住宅でありますので、当初からの事務手続きを現

在も引き続き継続してやらせていただいております。 
○宮嶋委員 
 元々そうだったからということじゃなくて、もう現実変わってきているわけですから、一般

向けと一緒の住宅として取り扱っていくべきだというふうに思います。見てみますと、これも

たいがい古いんだろうと思いますけど、６年、７年、ずっと８年というのもありますね。こう

いう長い期間空き家になっている住宅が、実際にさっきの話ではないけど、募集かけられるの

かどうかというところもありますけれども、それでも皆さんあそこは空いているのにどうして

入れないのかという声もいろいろ聞かれます。本当に差別をなくすとか、そういう観点から言

っても同和向け住宅をいつまでも同和向けとして置いておかなくて、一般住宅と一緒にしてい

ただいて、入居募集をかけていただきたいということを申し上げて終わります。 
○委員長 
 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ な  し ） 
質疑はないようですので、第１１款 地方交付税から第１４款 使用料及び手数料までの質

疑を終結いたします。次に、第１５款 国庫支出金から第２２款 市債、１０２ページから１

２８ページまでの質疑を許します。まず質疑事項一覧表に記載されています、１１６ページ、

不動産売払収入、市有地名義の現況について、上野委員の質疑を許します。 
○上野委員 
 １１６ページ、不動産売払収入、備考で言うと市有土地売払収入３億３,１６２万７,３４８
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円についてお伺いをいたします。財産処分するにあたって、特に不要になったところの土地に

ついては、売ってほしいんだけどという申し出があっても個人名義になっている場合がありま

す。市も売りたくても売れないというような支障がある土地があると思うんですが、どのくら

いあるのか、教えてください。 
○管財課長 
 市有財産のうちの個人名義の土地ということでございますが、本年９月５日付の内部文書の

ほうで各課に行政財産内の個人名義の土地についての照会を行っております。現在、集計中で

ございますが、件数は確定しておりませんが、本日までに個人名義の土地は相当数ございます。 
○上野委員 
 この土地の整理、どのように行われておりますか。 
○管財課長 
 行政財産内の個人名義の土地につきましては、今までも行政財産を所管する課において個人

名義の土地を買収するなどの適正な処理を行っておりますが、調査をかけました結果、いまだ

に個人地のままとなっているところがございます。現在、管財課において所管課のほうに照会

を行っておりますので、現状を把握し今後所管課での対応の徹底を図ってまいりたいと考えて

おります。 
○上野委員 
 時間が経てば経つほど、相続などが絡んでくると解決が難しくなるので、早期に手掛けてい

ただくようお願いをしたいんですが、特に現在も不要になっている、行政としては不要になっ

ている土地、またここ数年来で不要になるであろうということが予想される土地については、

解決に向けてすぐに取りかかっていただくようにお願いをしておきます。 
○委員長 
 次に、１２８ページ、市債、過疎債について上野委員の質疑を許します。 
○上野委員 
 過疎債についてです。１２８ページですが、本市における過疎債の対象地域はどこなのか、

またいつまで活用可能なのか、お知らせください。 
○総合政策課長 
 過疎債の対象地域ということでございますが、筑穂地域が対象地域でございます。過疎債は

過疎地域自立促進特別措置法の規定に基づく事業を対象としたものでございますが、筑穂地域

は市町村合併前の旧筑穂町時代から法律で過疎対象地域と指定されておりまして、過疎地域自

立促進特別措置法第３３条第２項にございます市町村の廃置分合等があった場合の特例という

ものによりまして、合併後の現在も対象地域となっておるところでございます。過疎債はいつ

まで活用できるかということでございますが、平成２４年６月２７日に公布されました過疎地

域自立促進特別措置法の一部を改正する法律によりまして、平成２８年３月３１日までの有効

期限がさらに５年間延長をされまして、平成３３年３月３１日までとなっておるところでござ

います。ちなみに同法第６条の規定に基づきまして、過疎地域自立促進市町村計画で策定され

た事業が過疎債の対象ということになっておりますが、市町村計画は平成２７年度の分までと

なっております。今後は法改正の延長期間に伴い、平成２８年度から３２年度までの市町村計

画を策定する予定でございます。 
○上野委員 
 法の規定に基づく事業を対象にするということですが、具体的に対象事業は何なのか、また

本市においてこの平成２４年度に過疎債を使った活用の状況をお知らせください。 
○総合政策課長 
 対象事業は大きく区分いたしますと、１つ産業の振興、２つ交通・通信体系の整備、３つ生
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活環境施設等厚生施設の整備及び医療の確保、４つ教育文化施設の整備、５つ集落再編整備の

ための用地の取得及び住宅等の整備というように、５つ大きく区分がなされておるところでご

ざいます。加えまして自立促進特別事業ということで、いわゆるソフト対策事業といたしまし

て、地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化な

ど、住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るための事業

などが認められておるところでございます。平成２４年度の過疎債の活用状況でございますが、

ハード事業でございます。これについては消防団車庫等建替事業あるいは道路改良事業など２

事業でございまして、金額は２,４５０万円、さらにソフト事業といたしまして予約乗り合いタ
クシー運行事業やスクールバスの運行事業など７事業でございます。金額は５,０４０万円、都
合９事業で７,４９０万円となっております。 
○上野委員 
 主要をなすような施策を大体網羅して使えるというような、有利な起債ができる過疎債、合

併したとはいえ非常に筑穂地区はうらやましいなという思いがしておりますが、これ平成３２

年度までの計画をまだ今から策定するということですけど、平成３２年度以降にも必要になる

ような事業についても、筑穂地区については前倒しをしてやるべきではないかというふうに思

うんです。そうしないと飯塚市全体で考えたときに、将来的な負担を考えると、平成３２年度

までは他の地域の皆さんごめんなさいというようなことになるでしょうけども、この過疎債使

えるうちにやらなくてはならない事業については、ちょっと先のほうまで洗い出しをしていた

だいて、積極的に利活用するべきではないかと思うんですが、そこら辺のお考えはいかがでし

ょうか。 
○総合政策課長 
 これまでの間、第１次総合計画に基づきまして、財政状況を勘案しながら本市の施策として

の整合をはかりつつ必要かつ適切な過疎計画を立案いたしまして効果的な事業実施となるよう

に推進してまいっております。過疎債は、元利償還金の７０％が交付税措置されるという大変

有利な制度でございますので、適債性というものを十分考慮した上で今後とも対象地域の活性

化を図るための一助として利活用してまいりたいと考えております。 
○委員長 
 それでは次に質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ な  し ） 
質疑はないようですから、第１５款 国庫支出金から第２２款 市債までの質疑を終結いた

します。 
暫時休憩いたします。 
休 憩 １４：２６ 
再 開 １４：４０ 

 それでは委員会を再開いたします。 
総括の質疑に入ります。一般会計全般についての総括質疑を許します。まず質疑事項一覧表

に記載されています市税、使用料、保険料など各項目に対しての収入未済額削減に向けて各課

の対処方法について、兼本委員の質疑を許します。 
○兼本委員 
 既にいろいろ各委員さんから各項目について質問がありました。まずは大事なことはやはり

行政を動かすのはやっぱり皆さんの税金、それから利用料等々を確保しながら行政を動かすと

いうことですから、これをいかにして収納率を上げるかということが担当課の職員は大変やろ

うと思いますけど、非常にこれは大事な責務だろうと思っております。それぞれ皆さん頑張ら

れているということは、今までの質問等々でよくわかりましたけど、再度滞納者に対する対応
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はどのようになっているのか。市税とか住宅使用料、保育料、給食費は一般会計とちょっと外

れますので、まず、市税、住宅使用料、保育料についてお尋ねいたします。 
○納税課長 
 まず納税課からご説明します。納税課における滞納者への対応でございますが、督促状を出

して、その後数回の催告書を送付し納税相談等に来られた方にはその方の資力にあった納付方

法などを協議し、あくまでも自主的に納付していただけるように指導を行っております。しか

し、督促状や数回の催告書に対しても何ら連絡をとってこられない場合や滞納者に多額の財産

や収入があるにも関わらず少額での納付しか行われない方などに対しては、差押えによる処分

徴収を行っております。ちなみに平成２４年度の差押え件数は市税で２,１２８件、国民健康保
険税で１,４６５件となっております。以上でございます。 
○住宅課長 
 住宅課では１カ月の滞納で督促状、現在ですが、２カ月から催告書、３カ月でまた再度催告

書というふうな形で取り組んでおりますが、また滞納繰越分につきましては、平成２５年度１

０月の現在で分納誓約をしておられる方が滞納者７２４件のうち２８４件ありますので、こち

らにつきましては分納の約束を履行していただくように取り組んでおります。また住宅課とい

たしましては、現年度分の徴収率を上げることに積極的に取り組みたいというふうな考え方を

持っております。市営住宅の使用料は入居者の前年度の所得に応じて設定するようになってお

りますし、失業等による所得の激減など、特別な事情等がある場合は、家賃の見直しを行って

おり、普通に考えて、支払えない金額ではないかと考えるところでございます。しかしながら、

毎月であれば支払える家賃であってもそれが数カ月たまりますと、一度に支払うことがままな

らないと思いますし、実際そうした方が滞納に陥ってしまっているというふうな状況でありま

す。そこで今年度からの取り組みではございますが、まずは現年度分を毎月しっかり支払って

もらえるように２カ月滞納で連帯保証人にも通知する旨の催告書を送付し、３カ月滞納で、連

帯保証人に通知するなどして連帯保証人からも支払いを促してもらえるような取り組みをいた

しております。そうした効果が徐々にではありますが、出てきているのではないかというふう

に実感しているところでございます。また悪質な滞納者につきましては、定期的に強制執行等

の法的手段も実施することも必要だと思っておりますし、またそうした取り組みをやっている

ということを広く皆さんに知っていただく、こういったこと、どういった形で周知するかとい

うふうなことも検討しなければならないというふうに考えているところでございます。 
○子育て支援課長 
 保育料の未納者に対しての具体的な取り組みといたしましては、毎月の督促状のほか２カ月

に１度、これは偶数月でございますが、催告状の発送、それから納付を約束しておられます滞

納者への電話による催告、それからその上で窓口へ来庁していただいての納付相談、こういっ

たものを行っております。また悪質な滞納者に関しましては、預貯金、給与に関します金融機

関あるいは勤務先への調査照会を行っており、こうした取り組みの結果、差押え処分に至るケ

ースもございます。また保育所の場合は入所の更新時期というのがございますので、この際に、

特に在園されてらっしゃるお子さんの保護者に関しては督促を強化いたしております。また公

立保育所に限ってのことではありますが、所長より保護者の方へ声かけを行ってもらうなど、

徴収率の向上に努めているところでございます。 
○兼本委員 
 それぞれ各課工夫を凝らして徴収に臨んでいるようでございますが、今述べられた３原課に

おきまして、夜間徴収と言いますか、夜に職員を出向かせて、滞納者のところに出向かせてい

るようなところがありますか。ありましたら示してください。 
○住宅課長 
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 住宅課では、平成２４年度の１２月から３月にかけましてですから、昨年の１２月からこと

しの３月にかけまして職員を二人三班体制で夜間徴収というものではありませんで、夜間訪問

をしまして、後日納付相談に出てくるようにというふうなことで指導いたしまして、後日出て

来られた際に滞納額等を示し分納の約束をしていただく、こういった取り組みをやりました。

その結果、約６００万円ほどの、その３カ月間で約６００万円ほどの収入があっております。 
○兼本委員 
 納税課と子育て支援課では保育料の件については、夜間徴収やってないと、夜間訪問と申し

ますか、私は原則的にはもう夜間の訪問徴収はもうすべきじゃないと思うんですね。もしも、

いいことで行ったときやったら、必ず向こうの方もどうぞ、どうぞと言いますけど、そういう

形で行くわけですから、中にはお酒を飲む方もおられるし、そういう方たちが気分壊して、何

か物をこつけたりされますと怪我でもすると大変なことですから、そこまではする必要ないと

思います。それに代わってやはりペーパーでやればいいわけですね。特に、納税課では今、ホ

ームページ開けましたらストップ滞納というような形で、ほんとに一般市民が見てもわかるよ

うな流れをつくってやっております。こういうものをやはり滞納されたときには一緒に入れて、

こういうふうな方法でやっているんですよというようなことも一つ周知させるのもいいと思う

し、ほんとに強制執行やるということを、差押えをやるということをすれば、行政がそこまで

やるよということを示せば、滞納者の方たちもここまでやられたら大変だということで必ず支

払うと思うんですね。特に、納税課の方では、近年は余り聞きませんけど、先の２～３年前は、

例えば差押え禁止の年金とか、それからそのいろんな子育てのものとか、そういうものが預金

通帳に入ってきたらすぐ差押えていたと。これはもう通帳に入ればこのお金は色がついてない

から何かのお金ではないということで、非常に市民からの苦情もありましたけど、そういうこ

とをやっぱりやることで滞納の解消になったというふうに私は理解しておりますけどね。だか

らそういう形のなかでやっぱり収納率を１円でも確保しようということでやられることは非常

にいいことだと思います。住宅課の方にお聞きしますけど、例えば、刑法に違反して収監され

たような方がいますよね。空き家になっていますよね。そういうところに対しては、どういう

ふうに対応していますか。 
○住宅課長 
 収監された方につきましては、その人の服役する期間、こういったものも関係してくると思

いますが、基本的には退去していただく方向で本人と面談をいたしまして退去の手続をとって

いただくか、もしくはご家族の方とお話をして退去の手続をとっていただくというふうな形で

話を進めております。 
○兼本委員 
 あなたの時代ではありませんけど、何年か前の住宅課の場合は刑務所まで面談に行って出て

くださいと、また出てきたら申し込んだらいいじゃないですかというような形でやられていた

というのも聞いております。現実に刑務所まで行って退去要請とか、それから例えば今言う家

族、あるいは連帯保証人に対して、入っていないわけですから当然これ滞納になるわけですよ。

その人たちが帰ってきて、また入ったとしても当然これ滞納になるわけですね。目に見えてい

るわけですよ。これはやっぱりそういう人はたくさんいないと思いますけど、そういう人たち

の分は塵も積もれば山となるで、どんどんどんどん増えていけば滞納が増えるということで、

その人たちに退去せよと言って、出てきて社会復帰をしようかと思いよう人たちに退去せよと

いうようなことを言うよりも、やはり先に手を打ってやることが滞納の解消にもなると思うわ

けですけどね。今、言われたように、こういうふうにやりたいと言うことですからそういうふ

うにぜひやってください。そしてとにかく先ほど江口委員の質問の中にもありましたように、

やっぱり住宅についての差押えが１件もないということが、明け渡し訴訟がないということ、
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明け渡しは簡単ですからね、内容証明を出して、いついつまで払いなさいと、支払いがなかっ

たら退去してもらいますよということで裁判やればいいわけですから、もう簡単な訴状でやれ

るわけですから、そういう形のものでやれば、実際にそういうふうなものが１件でも２件でも

あれば、口コミで広がる、ほんとに行政は払わんやったら本気で裁判までかけて立ち退きさせ

られるぞということがわかるわけですよね。だから本気を見せて回収に入れば、悪質な滞納者

というのも絶対支払ってくると思うんですよ。だからそういうふうな意味ではやはり徴収率を

保育料では９９．４１％の徴収率を上げている。９９．４１％は１００％ですよね。だからそ

ういうふうに徴収率が１％でも２％でも上がったら、やっぱりよくやった原課にはやっぱり部

長、副市長なりがよく頑張ったねと皆さん集めて訓示して、よく頑張ったねと一席設けるかど

うかというぐらいの気持ちで、一席設けるか、設けないかはあなたの懐具合やから設けなくて

もいいけど、課で飲ませて、飲酒運転になったら大変ですから、それはできないと思いますけ

ど、ほんとに頑張ったねというねぎらいの言葉をかけるぐらいのやっぱり気持ちも上の方が持

ってやらなくては、ただ、こういう決算委員会の中で徴収率が悪い、どうしょうとか、どうし

ようとか、と原課の職員が責められているのを黙って目をつぶって聞くだけじゃなくして、や

っぱりよくやったところにはよくやりましたねということを、ぜひ市長、褒めてやるぐらいの

気持ちは持ってくださいよ。そうするとまたあなたが、来年出られるときは皆さんがよく市長

が褒めてくれたきなという気持ちで、また何かにつながるかもわかりませんからね、１つよろ

しくお願いします。終わります。 
○委員長 
 それでは次に、定住促進について、江口委員の質疑を許します。 
○江口委員 
 資料の方を出していただいております。追加資料１８４ページ以降、そしてあともう１つが

住宅に関する調書ということで１７２ページに出していただいております。まず、すいません。

婚活についてお聞きいたします。おおよその概要について、お聞かせいただけますか。資料を

出していただいているんですが。 
○子ども育成課長 
 婚活支援事業は少子化対策並びに定住化を図ることを目的として、独身男女の出会いの場を

設定し、支援する事業でございます。平成２４年度は、７月２２日に親の婚活をいたしました。

それから８月１９日に真夏のバーベキューということで実施しております。このときは男性３

２名の申し込み、女性の方が１９名で、実際、すいません。男性が３２名、女性が２５名の申

込みがあり、当日は男女各１９名の参加です。それで４組のマッチングがあっております。１

２月８日が出会いのパーティーということで、男性３８名、女性４１名の申込みがあり、当日

各２０名を募集しておりましたので、男女合わせて４０名が参加し、５組のマッチングができ

ております。 
○江口委員 
 資料を見せていただく限りでは、平成２２年、２３年に関しては全額補助とあります。とこ

ろが平成２４年についてはその記載がないんですが、一部参加者負担金等があったという理解

でよろしいですか。もし、あったのであれば実質の市の負担額はいくらになったのか、お聞か

せください。 
○子ども育成課長 
 平成２２年度から２３年度までは県の子育て基金の方から１０分の１０の補助をいただいて

おりました。平成２４年度はその補助がなくなりましたので、参加者から２千円ずつの補助を

いただいております。その中で総事業費と利用者負担を差し引きまして、市の負担は約５万円

だったと思います。ちょっと今資料が手元にありません。 
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○江口委員 
 非常に安価にできている上に、ある意味成果があっている事業だと思っています。最近も新

聞、西日本新聞でしたっけ、取り上げられてましたですよね、福岡県の取り組みの中であった

かと思います。この事業を考える時に、平成２２年、２３年は県の補助を受けて１００％で出

していたんだけど、このまま平成２４年度は５万円で済んだことを考えあわせてやっていくと、

ある意味市がやるのは場の設定の部分、そして看板を貸す部分でいいかもしれません。費用に

ついては本当に参加された方々に持ってくださいと、ご自分たちのためですよね、参加された

方々に、ぜひその分は負担くださいというふうな形でいいと思います。回数についてもこの２

回から回数は増えていますよね。で、さらにふやして、ある意味飲食業も含めてやられる方は

手を挙げてくださいと。その中で、提案の中で妥当だと思うのに関しては飯塚市として、募集

の部分で汗をかきましょうという形でしてあげれば、回数も増えるし、飲食業なり、そういっ

たイベントをやられる方々にとってもチャンスがふえる、そしてまた婚活をやりたい方々、結

婚したい方々にとってもチャンスがふえる形になるかと思います。ぜひ、そういった形でやっ

ていただきたい。これを少子化対策として、今の担当がやるのが妥当かどうかはまた別にして

なんですが、そこを含めてもう一度考えていただいて、前にいけばいいかなと思っています。

婚活については、以上で終わります。次に、昨日も議論になっておりましたマイホーム取得奨

励金についてでございます。このマイホーム取得奨励金が定住促進に果たしてどのくらい効果

があったのかという部分に関して、担当課としてはどのようにお考えになられておられますか。 
○住宅課長 
 平成２４年度で３９世帯、１１８名の方が新しく入ってこられております。この部分につい

ては、市全体で見れば亡くなる方やほかの方で出ていかれる方もいらっしゃいますので、増減

については私ども把握しているところではございませんが、少なくとも１１８名の方が入って

こられたということは一定の効果があったんではないかというふうに思っております。 
○江口委員 
 昨日の質疑の中で、住宅リフォーム補助金について、お聞きいたしました。あの分に関して

はアンケートをなされて、補助を受け取られる方々の約３割がこの補助金があったんで工事に

着手したんだという等々があったわけですが、このマイホーム取得奨励金については、同様な

アンケート等はなされておられますか。 
○住宅課長 
 ペーパーでのアンケート調査というのは、いたしておりません。しかしながら、申請に来ら

れた際に口頭で聞き取りをさせていただきました。その中でこれがあったから入ってきたとい

うふうな方は、現実いらっしゃいませんでした。たまたま結果として、飯塚市に住むのを決め

たと、しかし見てみると、こういう制度があるというのを知ったと。だから、これで新しく電

気製品を買おうという気にもなりましたというふうなことで、決め手とはなっておりませんが、

飯塚市がこういった定住促進の事業をやっているということで、飯塚市は本気で定住促進をや

っているんだというふうないいイメージを持ちましたというふうなご意見はいただいたところ

でございます。 
○江口委員 
 実際に取得に関しての動機づけにはならなかった。ただ、プラスの副次的な効果があったと

いう話だと思います。そこでじゃあ、この制度設計が正しいかどうかというところになるわけ

です。それを見ると一番後ろのページに、他市の状況を載せていただいております。これで見

ると、一番充実しているかというとそうではないですね。お隣宮若からすると半額ちょっとで

すね。５０％ちょっとという部分であります。１７２ページに、住宅に関する調書を出してい

ただいております。こちらの方の中で、１７２ページ、１７３ページに出していただいている
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んですが、この新築住宅戸数等を見る限りでは、そのうちの１割弱、１割弱までないのかな。

平成２４年度の数字だと合計３７３棟に対して３５件ですので、１割ないぐらいだと思います。

ということを考えると、そうそうこのマイホーム取得奨励金が言われるように直接の動機には

なっていないんだと思います。競争力という意味ではこれがあったから選んだ、にまでは至っ

ていない。それはそのとおりで、費用を考えるとやっぱりその下手すると２千万円からという

投資をするときには５０万円ありがたいはありがたいんだけど、心が動くかというとそこまで

はないんだと思うんですね。だからこそ宮若等々に関しては、１００万円を超える金額でやら

れているんだと思っています。そこら辺について、もう一度制度設計をし直す必要があると思

っています。あとＰＲについてなんですが、このマイホーム取得奨励金、先ほども実際に来ら

れて初めて知ったという方がおられたということをお聞きしました。どのような形でＰＲをな

されておられますか。 
○住宅課長 
 市報、ホームページというのは当然のこととして掲載させていただいておりますけれども、

それ以外に昨年西日本新聞社主催の移住定住フェアというのが西日本新聞会館でございまして、

そのときに私どもブースをお借りしまして、その中でこれは青葉台の宅地分譲地のＰＲが主の

目的であったわけですが、その中でマイホーム取得奨励金についてもご紹介させていただきま

したし、新聞でも掲載をさせていただいたところでございます。そのほかに広告紙、一般のチ

クスキ等の広告紙を使いまして、これも青葉台の宅地分譲のＰＲでございますが、その中でも

マイホーム取得奨励金の宣伝をさせていただきました。また、不動産関係者が集まります会議

がのがみプレジデントホテルであった際にも１５分ほどお時間をいただきまして、飯塚市の定

住促進の事業の中でマイホーム取得奨励補助金について説明をさせていただいております。そ

のほかに今年に入ってですが、建築士協会の方での講演会がありまして、その席にも出席いた

しまして説明をさせていただいたところでございます。 
○江口委員 
 このＰＲは本当に非常に重要な部分だと思います。先ほど言われました県がやった分につい

て、定住フェアでしたか、に出て行かれたこと等々は非常に大切なことだと思っています。他

のところがどうやっているかというと、飯塚市内において他のこの一番後ろにある他の市町村

のチラシすら見ることがあるんですね。私が見たのは、小児科であったりとか、産婦人科であ

ったりとかそういったところに宮若のがドンと置いてあるわけです。うちはこうやって定住促

進をやっています。そしてその分の中には、こうやってマイホーム取得奨励金のところもあれ

ば、片一方では教育に力をいれているんだよというところもあるんです。そのＰＲの部分は、

もう一度再考していかなくてはならないと思っています。その点、よろしくお願いいたします。

あと、資料で出していただいた定住促進に関する調書１８４ページを見ていただくと、社会増、

社会減についてこちらでは出していただきました。平成２４年、ありがたいことに転入が転出

を上回っています。それまでは転出の方が上回っているわけですが、ここは逆転をしたと。こ

の点について、どのようにつかんでおられますか。この理由、あとまたこれを考えるために必

要なのが、この社会増減がどのような原因で生まれているのかということだと思うんです。や

はり社会増、社会減、転入転出の届け出をするときには、確実に市民課に来られるわけですが、

そのときにある意味、どのような理由でということについて、アンケート等々の調査をしてい

るのかどうか。そしてまた、この転入転出もそうですけれど、他方では学校の部分がございま

す。学校で考えると、先日あるところでお聞きした数字が飯塚市の小学校から中学校に行くと

きに、３．７％でしたっけ、の子ども達が飯塚市の公立中学校に行かずに、ほかのとこに行っ

ているというお話がございました。その点についても合わせて調査等をしているのかどうか、

住民票の異動の点、そして学校の分、それとあとまあこの社会増、社会減がどのような理由で
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動いているのかについて、３点お聞かせください。 
○総合政策課長 
 いまご質問の社会動態につきましては、転入者数３,４２７件、４,６６２人に対し転出者数
が３,３４２件、４,３８８人ということで差し引き８５件２７４人の増となっておりまして、
これまで自然動態と同様に毎年減少してきておったわけでございますが、平成２４年度におい

ては増加に転じているというふうな状況でございます。全体と言いますか、本市の人口世帯数、

転入転出数の推移を見ますと、大きな増減はなく総人口でおおよそ１３万人程度といった状況

にありますが、平成２２年度、これはちょうど国勢調査の年度を起点といたしておりますけれ

ども、この推計人口では、飯塚市の場合１２万９,０３５人ということでありまして、全国的な
人口減少傾向にある中で現状踏みとどまっているというような結果となっております。委員ご

質問の人口の推移について、直接的あるいは間接的な要因を明らかにするということはできて

おりませんけど、私どもといたしましては交通網の整備拡張をはじめとして、社会的あるいは

経済的な環境が進展しているといった状況、そして、これらに起因して本市を取り巻く産業経

済の状況が変化している。また、定住促進をはじめとする行政の各施策などが総合的に影響し

てきているのではと考えております。ただし、ご指摘のように具体的なこれまで分析というも

のをやったわけではございません。それで実は私ども非常に手探りですけど、この１０月から

市民課窓口、本庁、支所合わせましてアンケートを、転入者、転出者に対する都合１０問ばか

りのアンケートを作成いたしまして、その中で少しご意見、転入者・転出者の意向を確認して

いきたいというように考えております。それがすべてというわけではございませんが、手始め

にそういうことをいま始めておるということだけ申し上げておきたいと思います。 
○教育長 
 小学校から中学校へ行くときに私立等の中学校に市内の小６の約３．７％の子どもが毎年移

動していますが、そのうちの半分は日新館中学校ですので、住民票はそのままでございます。

半分の子どもは。そして、ラ・サール、久留米附設、そして青雲高等学校、弘学館等の中学部

へ行く子どもについては、住民票も移動をしているようですが、これは毎年５、６名でござい

ます。それ以外の子どもは主に福岡地区や北九州市の明治学園等に進学をしていますが、通学

している子ども達ですから住民票はそのままという状態でございます。 
○江口委員 
 市外の学校等へ通学する方々の理由についてお調べになったことはございますか。 
○教育長 
 将来の職業が、いわゆる医師であるとか、より学力的にレベルの高い大学に進学することを

目指しているので、私立の中学校、高校を希望しているということでございます。 
○江口委員 
 一度、きちんと調査されたほうがいいかもしれません。そういった学力の部分で行かれる子

ども達もいるでしょうし、別な理由がある子ども達もおられるかもしれません。そこら辺を、

ある意味先入観にとらわれることなく調査して、じゃあネガティブな部分があるんだったら、

それをどうやって消していこうかという作業が必要なんだろうと思っています。転入、転出の

数字を見る限りでは、確実にこの施策が利いたのかな、どうなのかなというところがまだ疑問

になるところなんですね。転入が増えているわけではないんです。数字で見ても。転入がきち

んとした増加傾向だという形でもない。転出に関しては、平成２３年度がちょっと大きかった

ので、ある意味揺れ戻しかもしれないなと思いながら、これが本当に安定してくればいいんだ

とは思いますが、先ほど市民課のほうでアンケートを取り始めるというお話がございました。

ぜひそういった部分できちんとした結果をもとにして施策を打っていただきたい。で、その中

で昨日のマイホーム取得奨励金の議論の中でもあったんですけれど、転入をふやすことも大切
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なんだけれど、転出抑制をすることも大切なんだと。昨日の住宅リフォーム補助金、あの中で

転出抑制というお話がございました。ところが、住宅リフォーム補助金については転出抑制に

強く働くかというと、私はそうではないのではないかと思っています。と言うのは、住宅リフ

ォーム補助金はどちらかというとある程度年配の方々がやられるケースのほうが多いと思いま

す。となると、その方々はある意味、転出まで行くかというとそうではない。ただ、自分たち

の生活をより安全にしたい、そしてまた、この住んでいるところにより長く住みたいというと

ころでやられるのだと思いますので、生活の質を上げるという意味では非常に効果があると思

いますけれど、転出抑制まで行くかというとそうではないかもしれない。片方で、このマイホ

ーム取得奨励金、マイホームを新しく購入される方々というのは、どちらかというとある意味、

若い方々です。特に子どもさんがおられるケースが多いですよね。そういった方々が、新しく

これから先、２０年、３０年どこで住もうかという、そういったときに利くのがこのマイホー

ム取得奨励金だと思っています。だからこそ宮若とかは、ある意味多少大きな金額を、投資し

ても、そこからずっと住んでいただけることで入ってくることを優先したわけです。飯塚は制

度設計の中で、先に５０万円をお渡しする。５０万円ないし６０万円をお渡しして、誓約書を

書いていただいて、あとで追跡をするというお話ですけれど、だけどもこれを追跡して出て行

かれたときに、誓約書があるから返してくれって言って、はいそうですと返してくれるありが

たい方が１００％おられればいいんですけれど、私はとてもそれが大多数おられるかどうかと

いうのは、やっぱり無い袖は振れないということがありますので、制度としてはどうかと思っ

ています。他方、この宮若がとっているような固定資産税相当額を毎年毎年、複数年にわたっ

て補助金としてお出しする。この部分はそこで住んでいないことが確実になったら、その年か

ら補助金を出すのを止めればいいので、こちらのほうが制度設計としてはいいと思います。こ

の部分に関して、担当課ないし、ここを設計した総合政策課としてはどのように判断なされて、

このような形になったんでしょうか。 
○総合政策課長 
 マイホーム取得奨励事業につきましては、本市の定住化促進施策の方針として、住みたいま

ち、住みつづけたいまちを目指す中で行政が取り組む施策の１つとして有効であると認識して

始めたものでございます。居住支援、子育て支援、教育支援、情報照会、その他の支援のうち

の１つでありまして、総合的にこういったものが奏功すれば定住促進というものが図れるので

はなかろうかという考え方を持っております。定住化促進につながるということでやっておる

ところでございます。平成２４年度から開始をしましたマイホーム取得奨励事業につきまして

は、近隣の自治体の例も見ながら、学びながら制度設計というふうなものを行ってきた経過が

ありますが、市町村によっては程度の差もありますけれども、今後とも検証しながら進めてま

いりたいと考えております。 
○江口委員 
 お聞きしたのは、制度設計の中で複数年にわたって固定資産税等々をやるような形ではなく

って、先に５０万円をお渡しするような制度設計をしたわけですよね。その理由がなぜかが、

１点。そしてまた、市外からの転入のみに絞った部分について、固定資産税相当額の減免とい

うような形ですると、ある意味大きな予算を最初から組む必要まではないわけですよね。今お

られる方々をきちんとつなぎとめる。それこそ転出抑制の部分に対して、ここに入れなかった

理由。この２つをお聞かせください。 
○企画調整部長 
 今のお尋ねのまず複数年にしなかった理由ということでございますけど、やはり市外からの

定住を促進するということで、やはりインセンティブを与えるというような形で取り組もうと

いうことで単年度の分にしたわけでございます。また、いま重複するような回答になるかもし
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れませんけれども、市内からの転居についてはしないということにつきましては、やはり人口

をきちっと維持していくということにつきましては、市外からの転入をしていただく。これは

非常に大きな重要なことだというふうに思っておりますので、まずは市外からの転入について、

こういう取り組みをさせていただいたという状況でございます。 
○江口委員 
 答えになっていないと思うんですが、昨日田中委員のほうからも言われたのは、やっぱり転

出を抑制するのが大切だよねということだったと思います。この１７３ページの資料を見てい

ただいても金額、ある意味そのマイホームを買うってことは最低でも１千万円を超える投資を

するってことですよね。とすると、住宅リフォーム補助金よりも格段に大きい投資がこの中で

生まれるわけです。そして、先ほど住宅課長のほうで言われたように、そこの部分が副次的な

効果も生まれてくるわけですよね。そうすると、そこを逃す手はないと思っております。その

点も改めて考えるべきだと一言申し上げて質問を終わります。 
○委員長 
 次に、職員の勤務状況について、江口委員の質疑を許します。 
○江口委員 
 こちらのほうについても資料を出していただきました。質問というのは簡単なことなんです

が、勤務状況について以前も残業について、やっぱり凸凹があると。これをきちんと平準化す

ると言うかね、ならす作業が必要であるというお話をさせていただきました。その中で部長の

専決の中で、人の異動ができる部分があると、そういった部分をしっかり使うべきだというお

話をさせていただきました。そういったことも含めてこの残業の平準化、そこら辺について人

事課としてどのように取り組まれたのか、お聞かせください。 
○人事課長 
 ご質問の時間外勤務等々につきましては、資料のほうで１６７ページに提出をさせていただ

いております。確かに部ごとで表示をさせていただいておりますけれども、部によって、月に

よって、それぞれ業務の状況によりまして時間外勤務状況が推移しているという状況でござい

ます。この平準化につきましてでございますけれども、こちらにつきましては、ただいま質問

委員も言われましたとおり、繁忙な業務等々に対します人事異動を伴わない部内での協力体制、

これについては積極的に状況によりまして対応することとしております。また、時間外勤務命

令、これは今までのご答弁の繰り返しになりますけれども、あくまで臨時、急を要する業務に

ついてとり行うよう、通常業務については管理監督者をはじめとする課内での協力体制あるい

は事務の効率化によりまして、正規の時間内で処理することがあくまで前提でございますが、

時間外の勤務につきましては、職員間での時間の平準化よりも全体の時間外勤務時間そのもの

の縮減に努める必要があるというふうに考えております。このようなことからも年度途中等々

におきまして、時間外の状況につきましては、毎月集計をとり行い、各課所属長あてに通知を

しているところでございます。このような毎月の状況を把握する中で、年度途中におきまして

もそのような特に時間外勤務状況が長期に及んでいるとか、時間外が長い、非常に多いといっ

た状況につきましては、各所属長に対するヒヤリング等々を行いまして今後の業務の平準化

等々、配分等々を勘案しながら対応するように指導をしているところでございます。また部内

での協力ということもございますし、一方、職員の協力体制、市全体としての協力体制につき

ましても、例えば年度末の税の申告の受け付け、あるいはご承知かと思いますけど、飯塚車い

すテニス大会、あるいは本年度ございましたインターハイの開催など、市職員全体として部を

超えた組織体制としての協力体制をとっていきたいと、実質とってまいっておるところでござ

います。現在、行財政改革の推進をしている中で、職員削減を進めておるところがございます。

当然のことながら、職員一人一人の負担というのは増大していることは認識しているところで
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ございますが、あくまで過大な時間外勤務を容認するものではございませんで、人員的に必要

な分につきましては、行財政改革の方針にもございますとおり、再任用あるいは嘱託職員の配

置、そのような臨時職員の配置等々によりまして対応していきたいというふうに考えておりま

して、今後とも引き続きこの取り組みを進めていきたいというふうには考えております。 
○江口委員 
 この１６７ページと１６８ページを比べていただくと、やはりそういった指導をやっておら

れるかもしれないんだけれど、個人差というのがかなり大きいというのは一目瞭然であると思

います。であるならば、そうやって指導、ヒヤリング等々やっても変わらないこの状況なので

あれば、やはりどこかで基準を引いて、こうやってやりなさいという仕組みをつくることが必

要だと思っています。それも１つですし、ある自治体ではもう残業だめよと、残業せずにやっ

てください、もう閉めますから、電気消しますからというところもあります。商社でも一部、

何時までで終わります、やりたかったら朝早く出てきてやってと、そのかわり朝早く出てきた

分に関しては１００分の１５０付けるからといった、そういった商社等もあります。そういっ

たことも含めて考えていただかないと、このような現状、差がある中では、集中した職員が疲

れきってしまう、その結果として心も折れてしまうこともあり得ます。そして休暇に入ってさ

らに残った職員がきつくなる等々もあり得ます。やはり、片一方で仕事をしている、頑張って

いた、でもすぐ隣りでさっさと帰っていたというのが恒常的にあると、頑張れないというのも

やっぱり人だと思っています。その点についてしっかりとした努力を求めたいと思います。 
○委員長 
 それでは次に、時間外勤務について、上野委員の質疑を許します。 
○上野委員 
 時間外の勤務につきましては、過去の議事録等を見させていただいて、たくさんの質問があ

って理解をしたところもありますので、１点だけ確認をさせてください。現在、職員さんの多

くにパソコンが導入されておられると思います、独自の。パソコンの起動とシャットダウンの

時間をチェックすることによって、勤務時間のチェックも容易になるのではないかなと思うん

ですが、これは導入の経費もかかることでしょうから、遅くても、新庁舎の建設予定があるわ

けですから、庁舎建設に間に合うような形でシステム化の導入をお願いしたいというふうに思

うんですが、どのようなご見解か、お聞かせください。 
○人事課長 
 ただ今ご質問のパソコンによる勤務時間の管理ということだと思います。ご指摘のとおり、

現状でのパソコンの配置につきましては基本的に全職員への配置といたしておりますけれども、

業務上の常用といたしましてパソコンを使用しない一部の職場については、全職員の配置とは

なっておりません。また、多くの職員はパソコンを使用しておりますけれども、業務自体を、

業務上においてパソコンを使用しない職務というのもございます。そのような状況の中で、現

在の状況といたしましては、今ご質問ございましたとおりパソコン起動のシャットダウンにつ

いてのログ、記録というものではなくて、基幹系でありますとか内部情報系のシステム、こち

らにログインした際に文書の作成あるいは表計算のソフト等を使用した場合に記録が残るとい

う状況でございますので、今ご指摘のとおり今後の新庁舎の導入にあたりまして、そのような

ことをあわせまして適切な勤務時間の管理ができるよう担当課と協議をさせていただきたいと

いうふうに考えております。 
○委員長 
 それでは次に、自治体間競争を勝ち抜くために飯塚市を一番アピールできた事業は何か、上

野委員に質疑を許します。 
○上野委員 
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 自治体間での競争が厳しくなると言われて久しいわけですが、この競争を勝ち抜くために飯

塚市として内外に一番アピールできた事業は何とお考えなのか、お聞かせください。 
○総合政策課長 
 一番というものの順位は非常に難しゅうございますが、私どもとしましては安心安全なまち

づくりを実現するための浸水対策事業、あるいは地域経済の推進のための医工学連携推進事業、

またはスマートフォンアプリコンテスト事業などの産学連携、そして中心市街地の活性化事業

などを行ってまいりました。加えて生活基盤の整備といたしまして予約乗り合いタクシー等、

コミュニティバスの併用運行など交通対策にも取り組んでおるところでございます。定住促進

といたしましては、マイホーム取得奨励事業、住宅リフォーム補助事業などを実施してまいり

ました。さらには、教育の充実といたしまして頴田小中学校統合事業、そして小中学校の自校

式給食施設整備事業、少人数学級職員配置事業、これも１学年拡大をいたしております。こう

いった教育環境の整備の充実策、そして子ども医療費助成事業や子育て応援情報発信事業など、

子育て支援なども行ってまいったわけでございます。ご質問の自治体間競争を勝ち抜くという

ことについては、さまざまな見方、ご見解がおありだというふうに考えますが、他の自治体に

先んじるとか、他の地域に勝るとかいうことのほかに、私どもといたしましては、まずは本市

の特徴を生かして魅力あるまちづくりを進めていくことが大切であるというように認識をいた

しております。いま申し上げました事業というのは、住みたくなるまち住みつづけたいまちを

目指して地域の特性を生かしながら施策として展開してまいったものというふうに認識をいた

しております。 
○上野委員 
 ありがとうございます。端的にお伺いしますけど、自治体間競争を勝ち抜くということは、

飯塚市では具体的に何のことだというふうにご認識をされてあるのでしょうか、企画調整部長、

お願いします。 
○企画調整部長 
 いま言われますように、競争に打ち勝つためにどの分野で、どこを相手にということがある

と思います。今回も縷々ご質疑いただいておりますけど、やはり定住促進、これが一番だとい

うことを考えて取り組んでおるところでございます。 
○上野委員 
 私もそうだと思います。住みたいまち住みつづけたいまち、この実現に向ける過程が評価さ

れるんじゃないかなというふうにも思うんですが、例えば民間活力を導入するにしても、さま

ざまな形があると思うんです。今ここで一つ一つ紹介しても随分時間がかかるのでやめておき

ますけども、いずれにしても今回この委員会は齊藤市政２期目の最後の決算委員会であります

ので、１つの節目でもあります。就任当時に市長は財政非常事態を宣言されて、いま住みたい

まち住みつづけたいまちの実現を目指していろんな事業をやられているわけですが、現実的に

１００人が１００人満足できる事業というのはとても難しいんだと思います。しかも財政難の

折です。事実、補助金の削減とか行政サービスの値上げを断行してこられました。ただ、それ

をやってきたからこそ、市民に負担をお願いしてきたからこそ、でき上がってきた施策もある

んだろうというふうに思っているんです。平成２４年度決算、またこれまでの施策を振り返っ

てでも結構なんですが、他の自治体との差別化を図るために、特に重点を置かれてきた施策は

何なのか、改めてお聞かせください。 
○企画調整部長 
 先ほど申し上げましたように、やはり定住促進につながるような施策をするということで、

大きな柱としまして浸水対策事業とか、小中一貫校、教育の充実、それに中心市街地活性化事

業、こういったものを大きな柱として進めておるという状況でございます。 
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○市長 
 本当に２期目の最後の決算委員会でございます。ひとこと言っておかないかんなという思い

もありました。ちょうどよかったです。本当に財政改革をしてきて、最初のころは新聞社の方

から、飯塚市長が金を使わんで、金がない金がないと、飯塚市をどうするつもりかと、全然魅

力のない市長だと言われたことを記憶しております。しかし、その当時は、やはりしっかり財

政的な立て直しをしなければならんというのが大きな目標であったわけでして、次のステップ

としては、やはり住みたいまち住みつづけたいまちをつくっていかなきゃならない、そのため

にはどうするんだと、住みたいまちというのはどういうことなのかと、先ほどから質問がたく

さん出ていましたけれども、やはり市外のほうに学校を離れて行く子どもたちがいたり、親が

出したりというような形で、やはりこの地域の教育レベルを、またこの地域の質、地域住民の

質も上げていくことによって、まちのレベルアップをしなきゃならない。そのためには教育も

あるでしょうし、また自治体との協力もありますし、自助、公助、共助という１つの今の国全

体の流れの中でどうしても公助だけでやっていけることができない時代が来ているわけですか

ら、自助というものの意識も持ってもらわなければならないという流れの中で一歩ずつ進んで

いって、まだまだ今、質問者の言われるように何かこれだというものはないかもわかりません

けど、こういうことをやはり時間のかかることだと思いますし、また時間をかけてでも確実に

やっていかなきゃならないことだと思っておりますので、これからもそういう意味で職員一同

一緒になって頑張っていかなきゃならないとは思っておりますので、よろしくお願いします。

あと残り７カ月、一応ね。 
○上野委員 
 ありがとうございます。部長が言われた、いわゆる施策の３本柱はいわゆるハードに係る部

分だと思うんですよ。こういう建物とかインフラ整備のハードの面だけでのアピールではもう

限界があると思います。財政難でもあります。よほどのものでなければ魅力を持続させること

は難しいのではないかと思います。逆に言えば、それだけでは存在感や独自性を発揮できない

んだというふうにも思っておりますが、でも魅力を創造することができなければ、自治体間競

争の中で埋没してしまうんじゃないかなというふうに強い危惧も、私は感じております。先ほ

ど、江口委員からありました婚活事業、私もよくテレビのバラエティーでやるようなことによ

く手を出していただけてよかったなというふうにも思っていましたが、１つちょっと皆さんに

お知らせしておきたいのは、実は婚活事業の中でやっぱり何かイベントをやるということは素

人に近い部分もあるので婚活事業のあと、カップルになられた方の中でストーカーの被害に遭

われた女性がおられました。長い期間。ご相談を受けて調べると幸か不幸か飯塚市が主催した

事業ではなかったんですが、婚活事業に参加される男女ともに十分に身分、身分と言ったらち

ょっと語弊があるかもしれませんが、住所だとか、働かれている場所だとか、勤務先を十分に

お聞きして参加をさせておられるんだなというふうには思いますが、実際そういうふうな事例

があっておって、飯塚市でやるとなるとやっぱり近郊の男女になりますので、そういうふうな

アフターケアの面も一言参加されるときにつけ加えていただければ、また同じ事業をやってい

るような自治体とも差別化も図れるんじゃないのかなというふうにも思います。先日今日感テ

レビの中で住みたいまちランキングというのがありまして、見させていただきました。飯塚市

は前回の２２位から９位に躍進をしておりまして、ランキング方法はどんなランク付けなのか

なあと思ってたらですね、暮らしやすさとかそういうのを調査分析した結果ではなくて、アン

ケートに投票した数で決められているものでした。少し残念でしたけども、番組の中で飯塚市

の職員さんが投票箱を是非飯塚市に増やしてくれというふうにおっしゃられていました。これ

はその職員さんが飯塚市に今、住まれている方は必ず飯塚市に投票していただけるというふう

な自信があるからそういうふうに言われたんだろうと思います。私も実際そういうふうに想像
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しています。これには齊藤市長の行政手腕も著しく効果があったのではないかと思いますけれ

ども、ふるさと納税の金額を見てもわかりますように、やはりこのまちの方々はやっぱりふる

さとに対する愛情がすごく大きいんだというふうに思うんです。郷土愛というのが根づいてい

るんだと思いますので、市民の皆様に対する郷土愛に応えていただけるように自治体間競争を

勝ち抜いていけるように、次年度以降施策の立案については、財政難の中ではありましょうけ

ど、さらなる創意工夫を加えていただきますように強くお願いを申し上げて質問を終わります。 
○委員長 
 次に、質疑事項一覧以外の質疑を許します。質疑ありませんか。 
（ な  し ） 
質疑はないようですから総括質疑を終結いたします。 
以上をもちまして、一般会計歳入歳出決算全般について、すべての質疑を終結いたします。 
なお、討論・採決につきましては保留して、財産に関する調書及び基金の運用状況に関する

調書に対する質疑終結後に行いますので、ご了承願います。また、各特別会計の審査におきま

しても討論・採決は同じ運営をさせていただきますのでよろしくお願いをいたします。 
暫時休憩いたします。 
休 憩 １５：４５ 
再 開 １６：００ 

 委員会を再開いたします。 
これより特別会計の審査に入りますが、特別会計の審査につきましては会計ごとに行います。 
まず、「認定第２号 平成２４年度飯塚市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定」を議題

といたします。歳入歳出一括しての質疑を許します。まず質疑事項一覧表に記載されています

２９４ページ、滞納状況と保険証の交付について、宮嶋委員の質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 ２９４ページ、国保特別会計、保険証の交付についてということで、一般質問等で何度もお

聞きしておりますが、国保税の滞納者に対して短期証や資格証がいろいろ言いましても発行さ

れております。最終的に平成２４年度の数、最後の数。それを教えてください。 
○医療保険課長 
 短期保険証との資格証明書の発行数ということでございますので、１５１ページのほうで昨

日もご説明しましたが、成果説明書の１５１ページのほうに載せております。国保加入世帯全

体が平成２４年度では、平成２５年３月３１日現在でございますが、１９,８４９世帯、そのう
ち短期証の交付世帯が１,２５２、資格証明書の交付世帯数が８１０、資格証明書の交付率とい
たしましては４．１％となっております。 
○宮嶋委員 
 なかなかこういう情勢の中で資格証、短期証が減らないというところですが、この短期証を

交付している所帯のうち高校生以下の子どもがいる世帯は資料を出していただいて、これは追

加資料の１５７ページに平成２４年度、３８４所帯、７３２人というふうに書かれております

が、これの内訳と言いますか、短期証なのか資格証なのか、教えてください。 
○医療保険課長 
 短期証の人数でございますが、まず５４８人、資格証では１８４人となっております。 
○宮嶋委員 
 すみません。世帯もお願いします。 
○医療保険課長 
 短期証が２９０世帯５４８人。資格証は９４世帯１８４人となっております。 
○宮嶋委員 
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 大人の貧困によって、子ども達にこの貧困のしわ寄せが来るというところでは、特に、子ど

もは病気をすると治るのも早いけども、悪くなるのも早いというようなところもありますので、

ほんとにこれは喜ばれております。ほんとに飯塚市が先駆けて行われた事業でありますので、

ぜひこの部分についてはきちんとやっていただいて、子ども達に保険証がきちんと届くように

続けていっていただきたいというふうに思います。それから国保税の滞納についてなんですが、

国民健康保険税の滞納状況、これについて説明をお願いします。 
○納税課長 
 資料の１５５ページをお願いいたします。ここに平成２２年度から２４年度までの滞納状況

を記載しております。まず平成２４年度末の国保世帯数ですが、１９,８４９世帯でそのうち滞
納世帯が４,３９４世帯となっております。 
○宮嶋委員 
 国保の加入世帯はわずかですけれども減少していますけれども、滞納世帯がふえていると。

これは先ほどの市税のところと同じようなことになるのかもしれませんが、その辺の情勢認識

というか、どういうふうに考えてあるのか、お願いします。 
○納税課長 
 市税と同様に現在の厳しい社会情勢や経済情勢が市民生活へ影響を与えており、それが国保

税の滞納世帯とともに滞納繰越額を増加させている要因ではないかというふうに考えておりま

す。 
○宮嶋委員 
 この滞納世帯に対して、差押えが行われているわけですけれども、先ほども説明をされてお

りました。督促状を出して、催告状を何度か出して、それで納税相談に応じない方に関しては

差押えを行うというふうに言われておりますが、差押えの状況、どういう状況となっているの

かをお願いします。 
○納税課長 
 国保税の差押えの状況でございますが、平成２３年度までは減少傾向にありました。平成２

４年度の差押え件数は１,４６５件で、前年度比で言いますと２９０件、率にしまして２４．６％
ほどふえております。このうち債権別にみますと、預貯金の差押えが１,２９７件で全体の８８．
５％を占めており、前年度比では３００件、率にしまして約３０％の増となっております。 
○宮嶋委員 
 この資料、差押え状況がわかるのが、成果説明書の１５０ページに差押え処分状況表という

のがあるんですが、ここの総数が確かにいま言われたように１,４６５件ということになってお
りますけれども、ここ不動産と電話加入権、それと債権、給与等というくくりが３つでいま言

われましたように、預貯金の差押えがこの中でいくと大多数が預貯金の差押えということにな

っておりますが、これは債権、給与等という、等の中に入っているんですか。こういう分け方、

その預貯金がわかるような分け方にはならないんですか。 
○納税課長 
 このくくりの中では、債権、給与の中に預貯金も含まれております。 
○宮嶋委員 
 預貯金、債権に含まれる、行政ではこういうくくりをされるわけですか。一番多いのが預貯

金だと言われるのに、これ見てみると預貯金がないからどうして預貯金がカウントされていな

いのかなと思ったんですが、こういう形式というか、決まりがあるんですか。 
○納税課長 
 決まりはございません。今後、いま委員がご指摘されたように電話加入権というのは、ここ

数年ほとんどありませんので、この欄を見直して委員が言われたような、わかりやすいような
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表にしていきたいというふうに思います。 
○宮嶋委員 
 一番多いのがやっぱり預貯金の差押えであろうと、あと給与もあると思うんです。この辺が、

中身がわかるような資料に、ぜひ中身がわかるようにしていただきたいと思います。いま言わ

れましたように預貯金の差押えが率にして３０％の増と。大変なふえ方、滞納が増えたという

ことでしょうけれども、３０％の増というふうに大変増加しているようですけれど、この要因

は何なんでしょうか。 
○納税課長 
 この要因といたしましては、平成２４年度、国保税の収納率が前年度と比較して下回ってい

たため、年度末に集中的に差押えを行ったもので、この場合、換価しやすい預貯金や給与の差

押えを重点的に行ったために増加したものでございます。 
○宮嶋委員 
 収納率を前年度と比較して、その年度末になって、計画的に期ごとぐらいにずっと点検され

ていると思うんですが、どうしてこういうふうに収納率が低いからといって年度末に集中して

差押えをされるのか、もっと早くからこれを止めるための手段というか、そういうことをされ

なかったのかなというふうに思いますがいかがですか。 
○納税課長 
 納税課においては、市税のうち市県民税、それから固定資産税、それから軽自動車税、それ

と国民健康保険税、この４税を中心に収納を行っております。その中で、毎月それぞれ４税の

収納状況を鑑み、落ちている税について、納税課でいう強化月間をつくりまして、それで収納

を強化しております。たまたま、国保税につきましては、その強化月間が年度末に当たったと

いうことになっております。 
○宮嶋委員 
 国保税の場合は１０期あるわけですよね。もっと早くから払う人は早くから払うんでしょう

けど、これがずっと１０期分たまっていくとだんだんよけい払えなくなるから、その辺の対応

をもっと早くするべきではないかなというふうに思います。それと今の１５０ページの差押え

処分状況表でもうひとつわからないのが、差押えが１,４６５件ということですけど、その下の
段、下から２番目に平成２４年度解除という欄があるんですが、ちょっとこの辺が、これが解

除されたっていうのが、差押えの件数よりも多いんですよね、１,４７４となっていますが、こ
れちょっと説明してください。 
○納税課長 
 この解除件数につきましては、上の件数は平成２４年度に差押えた件数ですが、差押え解除

件数は平成２４年度に差押えた分も含まれておりますので、件数がふえております。 
○委員長 
 それでは次に、３０２ページ、医療費適正化特別対策事業費について、永末委員に質疑を許

します。 
○永末委員 
 国民健康保険特別会計の医療費適正化特別対策事業費について、お聞きします。まず、国保

の特別会計なんですけれども、この意見書等を見させてもらって、かなり歳入の部分にあたっ

ても国民健康保険税では大体歳入の構成比率が１６．２％ということで、自主財源としてかな

り厳しい運営状況になっておるのかなというふうに見させてもらいました。こういったのを見

ます限り、やはり歳入をふやすという当然方向性も必要なんでしょうけども、歳出を抑制する

という部分にも当然重点を置くべきだというふうに思います。そういうふうなことを考えてい

くにあたり、成果説明書のほうの１０１ページの医療費適正化特別対策事業費の一番下のほう
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の課題のほうに退職被保険者該当者のうち、未届け者に対する勧奨方法及びレセプト点検方向

等について、検討の余地があるというふうに記載がありました。この記載も受けまして医療費

の適正化特別対策事業の中に、レセプト点検というのがありますけれども、これはどのような

内容で実施されて、これで成果が上がっておるのか。改善する余地というのを把握されておる

のか、その点答弁お願いします。 
○医療保険課長 
 レセプト点検の内容でございますが、レセプト点検は医療機関が保険者に医療費を請求する

際に提出するレセプトの内容について適正な診療行為がなされているか、薬剤の処方等に間違

いがないかなどを福岡県国民健康保険団体連合会から送付されてまいりますレセプトデータを

パソコン画面で点検をいたしております。成果といたしましては、平成２４年度で削減できた

医療費は約８５０万円で総医療費との割合で示す財政効果率は０．０９％となっております。

また、レセプト点検をすることにより交付される県支出金の財政健全化交付金が９１万８千円

あり、全体で約７００万円の財政効果があっております。しかし、財政効果は平成２２年度が

本市では０．２２％、県平均が０．２４％、平成２３年度が本市では０．１７％、県平均で０．

２１％となっており、現委託業者になって極端に下がっております。現在、毎月業者との打ち

合わせを行い、点検人数や効果をあげられる点検者の確保などについて改善をいただくように

要望をいたしております。また、今まで指名競争入札による業者選定でございましたが、こう

いった問題は避けられるプロポーザル方式などの方法も視野に入れ、今後よりよい業者を選定

していきたいと考えております。 
○永末委員 
 今、ご答弁いただきましたけれども、平成２２年度が財政効果率０．２２％で、平成２３年

度が０．１７％で、平成２４年度が０．０９％となっておるということで、明らかに財政効果

率の減少が見られておると思います。こういった点もみられて成果説明書のほうでこういった

指摘が入っておるのかなと思うんですけども、実際、最後のほうで述べられました業者選定の

方法をかえると言いますか、そのことによって財政効果率をある程度またもとに戻せるという

ふうなお考えでございますでしょうか。 
○医療保険課長 
 現在は先ほど言いましたように、業者選考については、指名競争入札ということで行ってお

ります。これでは安かろう悪かろうということも起こり得ますので、実際に効果を上げている

業者の中で、実際にその業務にあたっているところを選定いたしまして、ある程度やり方とか

そういったものもプロポーザル方式でやれば、ある程度の把握はできるのではないかと思って

おりますので、その方法であればある程度の県平均以上のものを確保できるのではないかとい

うふうには考えております。 
○永末委員 
 現在の業者さんのほうでされている分で、だいたい財政効果率が７００万円ぐらい上がって

いるということで、レセプト点検の委託料としましては２６２万円ということですので、それ

なりの効果が上がっておるのかと思います。この方式を変えられて、もしその委託料等上がら

れるようなことがありましたら、全体的な財政効果というところもまたしっかりと検討してい

ただいて、業者さんの選定を行っていただきたいと思います。あと、レセプトの点検以外に、

医療費適正化特別対策事業というのは、これはどのような事業を行っておるんでしょうか。 
○医療保険課長 
 レセプト点検以外としましては、第三者行為求償、ジェネリック医薬品の普及促進や医療費

通知などがございます。第三者行為求償とは、交通事故等で加害者がいる場合に治療に要した

費用と加害者の過失割合に応じて請求するものでございます。レセプト情報や消防署の救急搬
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送の紹介等により、第三者行為による疾病を確認し、各書類の提出を促したり、加害者や保険

会社との示談調整を行ったりしております。示談の調整には過失割合等で折り合いがつかない

ことなどもあり、専門的な知識を要しますので、嘱託職員１名を雇用いたしまして事務を行っ

ております。平成２４年度は約３千万円の求償を行っております。次に、ジェネリック医薬品

の普及促進とは、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効き目で承認された安価な医薬品の普及を

目指すもので、医療費の抑制につながると考えております。本市では、普及啓発のためのチラ

シの作成、ジェネリック医薬品希望カードの作成、現在服用している薬をジェネリック医薬品

に変更することで抑制できる医療費を示した差額通知の発送などを行い、平成２５年７月診療

分では、数量ベースの普及率は２８．６％、抑制できた医療費は１カ月で１,４００万円、これ
を通年に直しますと１億６,８００万円程度ということで考えております。また、医療費通知と
は医療費に対する認識や医療費の適正化への関心を高めるために、受診者に医療費の額や健康

の大切さをお知らせするものでございます。 
○永末委員 
 今答弁がありました中で、ジェネリック医薬品のお話が出ましたけれども、大体このジェネ

リック医薬品を使うことによって、新薬を使う場合と大体どのくらいの効果があるんでしょう

か。 
○医療保険課長 
 ジェネリック医薬品の価格については、先発品と比較した場合に８割ほど安くなる部分もあ

りますし、１０％ほどの部分もあり、かなりばらつきはございます。大体なべて６、７割ぐら

いの金額でおさまるんじゃないかというふうに思います。 
○永末委員 
 ６、７割で済むということですので決算等を見ていきますと、かなりの額を市の方も、一般

会計から繰り入れておりますので、やはりこの出ていく分を何とかして抑えるというところで

はこういった普及促進ですね、この部分はかなり効果があるんじゃないかというふうに思って

おります。ぜひ、市のほうでさらなる普及促進の方を行っていただきたいと思います。 
○委員長 
 次に３０２ページ、弁護士謝礼金について、上野委員の質疑を許します。 
○上野委員 
 ３０２ページ、医療費適正化特別対策事業費の中の弁護士謝礼金６７万３８０円について、

お伺いをいたします。この費用の内容、いったいどういったものでしょうか。 
○医療保険課長 
 この弁護士の費用でございますが、先ほどちょっと触れさせていただきました第三者求償に

関わるものでございまして、今回の事案につきましては、交通事故の求償にあたりますが、そ

の中で本市が求めておる賠償金額と損害保険会社との賠償額との間で調整がつかなかった関係

で、提訴を行った際に発生した弁護士の費用でございます。 
○上野委員 
 その訴訟の結果、どうなったのかお知らせいただけますか。 
○医療保険課長 
 今回の交通事故で発生しております医療費の実給付額といたしましては、約１千万円ござい

ました。それで損害保険会社は４０％減の６０％という提示をいたしておりまして、市の方と

いたしましては１００％ということで訴訟を起こしております。最終的には、和解をいたしま

して９０％の約９００万円を損害賠償金として受け取っております。 
○上野委員 
 国保会計から１千万円支払って、保険会社は、６００万円しか支払えないと言ったけれども、
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納得できないので、訴訟をやってその結果、９００万円受け取ることができたとこういうふう

な説明だと思います。やっぱりこういうふうに、例えば結果が同じ金額であっても納得できな

いことというのは、先ほどあるようにさまざまな滞納処理についても同じなんですけど、飯塚

市としてはきちんとした対応をするんですよということを示していただければ、いろんな方面

においても抑止力につながると思いますので、今後ともこのような取り組みを進めていただき

ますようにお願いをいたしておきます。 
○委員長 
 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ な  し ） 
質疑はないようですから、質疑を終結いたします。 
次に、「認定第３号 平成２４年度 飯塚市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定」を議題と

いたします。歳入歳出一括しての質疑を許します。まず、質疑事項一覧表に記載されています

３３０ページ、認知症サポーター養成について、上野委員の質疑を許します。 
○上野委員 
 ３３０ページ、目でいいますと任意事業費の中の備考、認知症サポーター養成講座委託料７

９万６千円についてお伺いをいたします。この養成講座の位置づけ、どのように飯塚市はとら

えられておりますか。 
○高齢者支援課長 
 この認知症サポーター養成講座ですが、認知症を正しく理解していただくことにより認知症

に対する偏見をなくし、認知症の方やその家族を地域で守っていただく応援者に１人でも多く

なっていただくもので、認知症になっても安心して暮らしていけるまちづくりを目指すもので

あります。 
○上野委員 
 養成講座、これは飯塚市独自でやられているものではなく、委託先があるわけですが、それ

はどこでしょうか。 
○高齢者支援課長 
 養成講座の委託先は、飯塚市社会福祉協議会となっております。 
○上野委員 
 飯塚市社会福祉協議会、頑張られていますね。ぜひ補助金を増額してもらいたいものですが。

この養成講座は毎年度実施をされているようですが、目標の人数などあるのでしょうか。また

平成２４年度はどのように評価をされておられるのか、お聞かせください。 
○高齢者支援課長 
 この養成講座は平成２１年度から取り組んだところであります。当初計画では、平成２１年

度から２３年度までの３カ年で１,５００人を目標としておりましたが、平成２３年度までに２,
７６２人と、目標を大きく上回りました。認知症施策における認知症を正しく理解していただ

く認知症サポーター養成講座の取り組みが市民の皆様のご理解をいただいたものと考えており、

平成２４年度は１,０００人を目標に取り組んだところであります。平成２４年度は、目標１,
０００人に対して１,２７７人の方に養成講座を受講していただきました。先ほども述べました
が、この養成講座を正しく理解していただき、地域でのよき応援者になっていただく養成講座

が市民の皆様のご理解をいただいているものと考えております。また地域だけではなく、飯塚

警察署や金融機関からの養成講座の受講もあり、認知症を正しく理解する取り組みの必要性を

企業などからも理解を得ているものと考えております。 
○上野委員 
 養成講座の時間と開催の頻度、また市民の方、いま警察や企業からも参加があったというこ
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とですが、市の職員さんに対してこの講座の実施は行われたのかどうか、お聞かせください。 
○高齢者支援課長 
 開催頻度ですが、平成２１年度が１９回、２２年度が２５回、２３年度が４２回、２４年度

が４８回となっております。また市民の参加状況ですが、平成２１年度は４７３人、２２年度

が９６８人、２３年度が１,３２１人、２４年度が１,２７７人、合計４,０３９人となっており
ます。また職員の状況ですが、平成２２年度に４回、２３年度に２回開催をし、２１４人の職

員が参加をしたところであります。講座の時間はおおむね６０分から９０分を目安に開催をし

ております。 
○上野委員 
 この講座の意義、認知症に対する偏見をなくすということですね。高齢者の人権を守る取り

組みにもつながると思いますし、飯塚市では同和問題をはじめとする人権問題の解決に率先し

て取り組まれておられるわけですが、国でも９月に田村厚生労働大臣がこの講座を受けられた

ということですので、飯塚市も職員さん２１０数名受けられているんですが、もちろん担当部

署の部課長は受けられていると思うんですが、特別職の皆さんお忙しいでしょうから、他の部

長さんの中でこのサポーター講座を受けられた方はいらっしゃいますかもしれませんが、もし

受けていらっしゃらない方がおられるようであったら、住みたいまち住みつづけたいまちとい

うことで、人権問題率先して齊藤市長が取り組んでこられているわけですから、ぜひ市長から

も、行政幹部の皆さん方に受けてはどうかと。６０分から９０分ということですので、ご訓示

をなされたらよろしいんではないかというふうに申し上げて終わります。 
○委員長 
 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ な  し ） 
質疑はないようですから、質疑を終結いたします。 
次に、「認定第４号 平成２４年度 飯塚市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定」を

議題といたします。歳入歳出一括しての質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 
質疑はないようですから、質疑を終結いたします。 
次に、「認定第５号 平成２４年度 飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定」

を議題といたします。歳入歳出一括しての質疑を許します。 
まず、質疑事項一覧表に記載されています３４８ページ、滞納の状況と対策について、宮嶋

委員の質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 ３４８ページの住宅新築資金等貸付特別会計の滞納状況及び対策についてということで、平

成２４年度末の滞納状況について、件数と金額をお願いします。 
○住宅課長 
 平成２４年度末の滞納状況につきましては、滞納件数が２０３件、滞納額は３億９,６９６万
６,２７９円となっております。 
○宮嶋委員 
前年度平成２３年度と比較して、どの程度の改善がなされたのか、お尋ねします。 

○住宅課長 
 平成２３年度は滞納が２０７件でありましたが、平成２４年度には滞納を解消したものが７

件、しかしながら就労収入減を理由に新たな滞納が３件発生いたしましたので、差し引き４件

の減となっております。金額といたしましては、１０７万７２１円の増となっております。 
○宮嶋委員 
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 この会計は本当に不思議だなというふうに思うんですが、滞納件数は減ったと。しかし、滞

納金額はふえる。いつまで経っても滞納金額が減らないという、何かこう穴の中に落ち込んで

いくような状況だと思いますが、過年度分の回収金額というのはいくらになっていますか。 
○住宅課長 
 過年度回収額は１,９３９万４９１円となっております。 
○宮嶋委員 
 資料１６１ページ、追加資料を、パッと見ると頭がないんで何の滞納状況かちょっとわから

ないんじゃないかなと思いますが、先ほど言いましたように、毎年回収しているにもかかわら

ずふえていくというような状況が続いています。これもう何度もお聞きしましたんで、ふえて

いく図式はある程度わかるんですけれども、これがこれからもずっと続いていくのか、何か回

収改善策というのを考えておられるのか、お尋ねします。 
○住宅課長 
 滞納者につきましては、入金、分割納付指導を行っており、定期的に入金している滞納者は

多数いらっしゃいますが、厳しい経済事情により返済が困難な滞納者や、行方不明や死亡によ

り滞納が続いているケースもございます。死亡者につきましては相続人の調査を行ったり、行

方不明者につきましては保証人に相談を行ったりいたしてもおります。そういった状況の中、

保証人や相続人に対する納入相談を行った結果、納入の約束を取りつけ返済を再開された方や、

残額の一括返済により４４０万円の納入、夜間の戸別訪問等により滞納者と面談し入金指導等

を厳しく行っているところでございます。今後も長期滞納解消のため、努力してまいりたいと

いうふうに思っております。 
○宮嶋委員 
 長期にわたってそのままほったらかされて、もう本当にご本人は亡くなって家もなくなって

しまっているというような状況もあったりするんじゃないかなと思いますが、近年不納欠損処

理など、ことし平成２４年度についてはなかったようですけれども、行われております。もっ

とほかに、こういうことやったらっていう打開策というのは考えられておるのかどうか、お尋

ねします。 
○住宅課長 
 滞納者の個々のケースによりまして、その対応は異なってくるものかというふうに思ってお

ります。例えば、既に家屋等の物件が第三者に譲渡されており、かつ債務者に返済能力のない、

そういった方もおられるかと思いますが、そうした方につきましては現在の所有者である方に

いくらかでも弁済してもらう、民法上では代位弁済という方法があるんですが、そうした方向

をとるなどして抵当権を抹消するとともに、債権を整理することも１つの方法ではないかとい

うふうに現在考えているところでございます。しかしながら、そうした対応につきましては、

まずは滞納者個々の状況をしっかりと把握することが重要でありますし、その状況に適した対

応をすることが必要であると考えておりますので、今後とも債権の整理について種々検討して

いきたいというふうに思っております。 
○宮嶋委員 
 代位弁済というのは、所有者が移ってその方に弁済してもらうというようなことですが、ち

ょっとわかりやすく説明をお願いしていいですか。 
○住宅課長 
 その資料が手元にありませんので、どれだけわかりやすく説明できるかはわかりませんが、

例えば市に債権、債務のある方がもう既にその物件を住宅新築資金借りられて、その家を第三

者に譲渡、売られている、そしてほかの返済に多分回されたんでしょう、所有権自体は新しい

方に移っておられる。しかしながら、市は抵当権を設定しておりますので、新しい所有者とし
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ましてはその物件を、例えば今の新しく入居された方に売ろうとしても市の抵当権があります

ので売れない。そうすると、所有者としてもそのまま古くなっていく家を持っていても困ると。

そこで、例えば抵当権を抹消してくれないかというふうなことで市に相談があると、こういっ

たケースもあるんじゃないかというふうに思っています。そうしたときに、市としてはもう既

にもともと借りてある方から全く取れる見込みがない、回収する見込みがない場合に新しい所

有者の方に、債務額全部というわけにはいかないと思います、家の現存価値とかいうのがあり

ますし、その辺は新しい所有者の方と協議をさせていただいて、いくらかでも払っていただく

ことで抵当権を抹消すると。そうした上で不納欠損処理をすると、こういった方法もとれるん

じゃないかなというふうに思っておりまして、ただ今勉強中であります。こういったことがで

きれば、少しでも債権の整理につながっていくんじゃないかというふうに考えているところで

ございます。 
○宮嶋委員 
 いま検討中ということですので、本当にこのまましておくといくらも全然お金が戻ってこな

いというのもたくさん、このまま焦げ付いてしまうということもあると思うんで、いろんなそ

ういう可能性のあることを追求していただいて、一歩前進、いろんな方策を考えてありますの

で、借りたお金ですから、もちろん返していただくのは当然ですけれども、本当に払えないと

いう状況で、亡くなったり、いろんなところでそういう状況がいっぱい生れている中で、いつ

までもずっとこの仕事を抱えているというのも市として管理していかないといけないというこ

とは、それ自体無駄な部分もあると思いますので、適切に今後そういういろんな方法を使って、

処理をしていただくようにお願いして終わります。 
○委員長 
 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ な  し ） 
質疑はないようですから質疑を終結いたします。 
次に、「認定第６号 平成２４年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算の認定」

を議題といたします。歳入歳出一括しての質疑を許します。 
まず、質疑事項一覧表に記載されています３６０ページ、競走会業務委託料について、上野

委員の質疑を許します。 
○上野委員 
 目でいうと事務費、３５８ページになります。競走会業務委託料３億１,４５７万７千円につ
いてお伺いをいたします。まず、この委託されている業務内容と積算内容について教えてくだ

さい。 
○事業管理課長 
 業務内容につきましては、主に本場開催に係る業務及び付帯する業務になっておりまして、

出場選手の斡旋、選手管理に関すること、競走車の競走前の検査に関すること、審判に関する

こと、番組編成に関すること、開催中の出場選手、競走車及び競走路の管理に関することなど

が主な業務となっております。また、委託料の積算内容といたしましては、経常経費といたし

まして人件費、旅費、需用費などで約１億９,１５０万円、競走関係経費といたしまして人件費、
通信運搬費、需要費、賃貸料、競技費等で約１億２,３００万円、合計３億１,４５７万７千円
となっております。 
○上野委員 
 人件費に係る役員、職員さんなどの詳細を教えてください。 
○事業管理課長 
 競走会業務委託にかかります役員、職員の個別の人件費につきましては詳細資料がございま
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せんが、人件費といたしまして常勤の役員及び職員数が合計２９名で約１億４千万円となって

おります。 
○上野委員 
 競走会については人件費に係る詳細資料を出していただけないんですよね。なかなか協力的

だなとは言いにくいような団体さんだと思うんですが、この委託をしている競走会業務、飯塚

市直営でできないんでしょうか。 
○事業管理課長 
 直営で業務はできないのかというご質問でございますが、開催施行者が直接競走業務を行う

ことにつきましては、理論的には可能でございますが、既に経済産業大臣から競走実施法人と

しての指定を受けている西日本小型自動車競走会に競走業務を一括して委託しておりますこと

や審判の公正性などの観点から現実的には難しいものと考えております。 
○上野委員 
 先般の議会でも運営についての質疑があっておりましたが、この平成２４年度の決算を鑑み

ていただいて、包括的民間委託の導入についてはどのようなご見解でしょうか。 
○公営競技事業部長 
 包括的民間委託の導入につきましては、行財政改革実施計画におきまして収支が赤字となり

改善の見込みがないときは委託を導入すると掲げております。本年の３月議会で副市長の答弁

におきまして、オートレース事業を継続的に運営していく有効な手段として、包括的民間委託

の導入も視野に入れた中での検討をする時期に来たのではとの答弁をなされています。事業部

といたしましては、その答弁を受けまして現在調査研究を行っているところでございます。 
○上野委員 
 検討する時期に来ているということでございますが、現在、働いている方々もたくさんいら

っしゃって、一気にこの包括的に、民間に委託するのもどうなんだろうかなというふうに私思

いますが、佐賀県唐津市の競艇につきましては、企業会計制度の導入を検討されておられるよ

うです。これは競艇の体力を強くしようというような趣旨だと思われますが、当市においても

一気に民間に委託するということは、働いている方々、携わっている方々にとっては大きく環

境が変わることになりますので、ぜひ企業会計制度に取り組んでいただくような検討も同時に

進めていただきますようにお願いをしておきます。 
○委員長 
 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ な  し ） 
質疑はないようですから質疑を終結いたします。 
次に、「認定第７号 平成２４年度飯塚市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定」を

議題といたします。歳入歳出一括しての質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 
質疑はないようですから質疑を終結いたします。 
次に、「認定第８号 平成２４年度飯塚市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定」を

議題といたします。歳入歳出一括しての質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 
質疑はないようですから、質疑を終結いたします。 
次に、「認定第９号 平成２４年度飯塚市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定」を

議題といたします。歳入歳出一括しての質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 
質疑はないようですから質疑を終結いたします。 
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次に「認定第１０号 平成２４年度飯塚市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定」を議題

といたします。歳入歳出一括しての質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 
質疑はないようですから質疑を終結いたします。 
次に、「認定第１１号 平成２４年度飯塚市工業用地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定」

を議題といたします。歳入歳出一括しての質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 
質疑はないようですから質疑を終結いたします。 
次に、「認定第１２号 平成２４年度飯塚市汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定」を議

題といたします。歳入歳出一括しての質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 
質疑はないようですから質疑を終結いたします。 
次に、「認定第１３号 平成２４年度飯塚市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定」を議

題といたします。歳入歳出一括しての質疑を許します。 
まず、質疑事項一覧表に記載されています４０８ページ、給食費の滞納者への対応について、

上野委員の質疑をいたします。 
○上野委員 
 ４０８ページ、学校給食費の滞納者への対応についてお伺いをいたします。給食費を滞納さ

れるご家庭への背景には、もしかすると子どもに対する興味を失われたり、いわゆる養育放棄

であったり、もしかするとネグレクトのようなことが行われているのではないかというふうな

心配もあるんですが、滞納整理を行われる中で、そのようなことも含めて家庭の状況等を把握

されておられるのかどうか、教えてください。 
○学校給食課長 
 学校給食の給食費の滞納整理におきましては、督促、催告を行いまして、保護者から滞納の

原因を聴取し分割納入相談等にも応じながら対応を行っております。しかしながら、保護者が

呼び出しに応じないなど、当該世帯の状況が不明な場合もございます。その場合は学校で世帯

状況を聴取いたしまして、滞納の原因やその背景を把握するなど学校と連携をしながら取り組

んでいるところでございます。また、給食費の滞納整理を行う中で保護者との面談において、

ネグレクト等のおそれがあると思われるような事案が発生した場合には、学校や関係部署に連

絡をするなど適切に対応していく考えでございます。 
○上野委員 
 すいません、一つ聞かせてください。学校と連携して滞納整理を行われて家庭の状況を把握

する中で、学校と学校給食課とどちらのほうがイニシアチブを持たれてというか、主体的にや

られてあるんですか。 
○学校給食課長 
 給食費の滞納に関する件につきましては、学校給食課でございます。 
○委員長 
 次に、４１２ページ、調理業務委託料について宮嶋委員の質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 ４１２ページ、学校給食事業特別会計の調理業務委託料についてですが、４１３ページの備

考のところで庄内小学校、中学校、また伊岐須小学校の調理業務委託というふうなことが載っ

ておりますが、これの業者の選定方法と契約はどういうふうになっているのか、お願いします。 
○学校給食課長 
 ３校の調理委託業者選考につきましては、プロポーザル方式によって決定をいたしておりま
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す。また契約期間につきましては、３年契約といたしているところです。 
○宮嶋委員 
 調理委託業者というのは、これは市内業者ですか、それとも市外業者ですか。 
○学校給食課長 
 ３校でありますけれども、契約は２本でございまして、どちらも市外の業者となっておりま

す。 
○宮嶋委員 
 プロポーザルということですから、あれでしょうけれども、市内業者優先というような考え

はないわけですか。 
○学校給食課長 
 平成２３年度に１回目のプロポーザルを行いまして、昨年平成２４年度におきましてもプロ

ポーザルを行っております。残念ながら現在地元業者に対しての委託は行っておりませんけど

も、審査方法、また採点と言いますか、評価の方法等も見直しながら地元業者にも勉強してい

ただいて、プロポーザルにおいていい結果が出せるように、機会があればそういうアドバイス

と言いますか、どういった業務ですよということから理解をしてもらうところから進めていっ

ているところでございます。 
○宮嶋委員 
 市内業者もあることはあるけれども、プロポーザルの中で、選考の中で外れていらっしゃる

ということですね。委託している業務内容、どういう範囲までが業務委託なのか、お願いしま

す。 
○学校給食課長 
 学校給食の作業工程中の食材の納品時の研修。それから、調理、配膳、洗浄、消毒、清掃等

の作業を委託しているところでございます。 
○宮嶋委員 
 献立とか、そういうものはこちらで決めて、食材の納入の時点からの、後は後片付けをして

清掃するというところですね。それでは学校ごとで子どもの数によって調理の数とかいうのが

違ってくるんでしょうけれども、業者のほうで、決められた人員が不足するというようなとき

とか、態勢がきちんととれていないと、そういうことの確認を学校給食課のほうできちんとさ

れているのかどうか、お尋ねします。 
○学校給食課長 
 調理員に急な休みや退職者が出た場合には、その業者から職員が派遣をされまして欠員が生

じないように補充されるようになっております。体制や人数がきちんと満たされているかどう

かという確認につきましては、毎月、業務の完了届の提出をさせております。その書類によっ

て確認することができるというふうになっております。 
○宮嶋委員 
 結局、業者からの報告だけですよね。本当にそれが守られているかどうかっていうのは、確

認できないんじゃないかなと思いますが、書類上だけですよね。 
○学校給食課長 
 その学校に配属されて、給食に関わっております栄養士がおりますので、その栄養士からの

声も聞くことができます。また、書類においても細菌検査を毎月２回実施しておりまして、名

簿、その結果が届きますので、それにおいて確認ができているところでございます。 
○宮嶋委員 
 検査は、それも月２回ということですけれども、勤務表というようなものも確認をされてお

りますか。 
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○学校給食課長 
 当日、その日に関わった人数というのがきております。名簿で出勤簿ということでは、提出

をされておりますけれど、その人数については確認をしているところでございます。 
○宮嶋委員 
 きちっとそこら辺が守られているかどうかっていうのは、きちっと把握をされていただきた

いと思います。それからセンターも含めてですけれども、調理場において事故、けが人の発生、

こういうものがあっているかどうか、ご存じでしょうか。 
○学校給食課長 
 調理員のけがにつきましては、包丁で切ったりとか、調理器具でけがをしたりとかいうのは

実際に発生をしております。 
○宮嶋委員 
 そういう場合は、学校給食課のほうに直ちに報告が入っているということでよろしいですか。 
○学校給食課長 
 センターは自分の目で確認をしておりますし、自校式においては連絡が入るように体制をと

っております。 
○宮嶋委員 
 これはことしなんですけど、１０月に二瀬中学校で何か７針を縫うようなけがをされたとい

うことを聞いたんですけど、ご存じですか。 
○学校給食課長 
 その件については聞き及んでおりません。 
○宮嶋委員 
 ちょっとその辺も含めて業者任せじゃなくて、調査をやっていただけないでしょうか。よろ

しくお願いします。 
○委員長 
 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ な  し ） 
質疑はないようですから、質疑を終結いたします。 
次に、「財産に関する調書」及び「基金の運用状況に関する調書」に対する質疑を許します。

質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 
質疑はないようですから、質疑を終結いたします。 
これより討論、採決に入りますが、討論、採決は、会計ごとに行います。 
最初に、「認定第１号 平成２４年度 飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定」についての討論

を許します。討論はありませんか。 
（ 討論なし ） 
討論を終結いたします。採決いたします。「認定第１号 平成２４年度 飯塚市一般会計歳入

歳出決算の認定｣について、認定することに、賛成の委員は挙手願います。 
（ 挙  手 ） 
賛成多数。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 
次に、「認定第２号 平成２４年度 飯塚市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定」につ

いての討論を許します。討論はありませんか。 
（ 討論なし ） 
討論を終結いたします。採決いたします。「認定第２号 平成２４年度 飯塚市国民健康保険

特別会計歳入歳出決算の認定｣について、認定することに、賛成の委員は挙手願います。 
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（ 挙  手 ） 
賛成多数。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 
次に、「認定第３号 平成２４年度 飯塚市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定」について

の討論を許します。討論はありませんか。 
（ 討論なし ） 
討論を終結いたします。採決いたします。「認定第３号 平成２４年度 飯塚市介護保険特別

会計歳入歳出決算の認定｣について、認定することに、賛成の委員は挙手願います。 
（ 挙  手 ） 
賛成多数。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 
次に、「認定第４号 平成２４年度 飯塚市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定」に

ついての討論を許します。討論はありませんか。 
（ 討論なし ） 
討論を終結いたします。採決いたします。「認定第４号 平成２４年度 飯塚市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算の認定｣について、認定することに、賛成の委員は挙手願います。 
（ 挙  手 ） 
賛成多数。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 
次に、「認定第５号 平成２４年度 飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定」

についての討論を許します。討論はありませんか。 
（ 討論なし ） 
討論を終結いたします。採決いたします。「認定第５号 平成２４年度 飯塚市住宅新築資金

等貸付特別会計歳入歳出決算の認定｣について、認定することに、賛成の委員は挙手願います。 
（ 挙  手 ） 
賛成多数。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 
次に、「認定第６号 平成２４年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算の認定」

についての討論を許します。討論はありませんか。 
（ 討論なし ） 
討論を終結いたします。採決いたします。「認定第６号 平成２４年度 飯塚市小型自動車競

走事業特別会計歳入歳出決算の認定｣について、認定することに、賛成の委員は挙手願います。 
（ 挙  手 ） 
賛成多数。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 
次に、「認定第７号 平成２４年度 飯塚市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定」

についての討論を許します。討論はありませんか。 
（ 討論なし ） 
討論を終結いたします。採決いたします。「認定第７号 平成２４年度 飯塚市介護サービス

事業特別会計歳入歳出決算の認定」については、認定することに、ご異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 
ご異議なしと認めます。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 
次に、「認定第８号 平成２４年度 飯塚市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定」

についての討論を許します。討論はありませんか。 
（ 討論なし ） 
討論を終結いたします。採決いたします。「認定第８号 平成２４年度 飯塚市農業集落排水

事業特別会計歳入歳出決算の認定」については、認定することに、ご異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 
ご異議なしと認めます。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 



 65

次に、「認定第９号 平成２４年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定」
についての討論を許します。討論はありませんか。 
（ 討論なし ） 
討論を終結いたします。採決いたします。「認定第９号 平成２４年度 飯塚市地方卸売市場

事業特別会計歳入歳出決算の認定」については、認定することに、ご異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 
ご異議なしと認めます。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 

次に、「認定第１０号 平成２４年度 飯塚市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定」につ

いての討論を許します。討論はありませんか。 
（ 討論なし ） 
討論を終結いたします。採決いたします。「認定第１０号 平成２４年度 飯塚市駐車場事業

特別会計歳入歳出決算の認定」については、認定することに、ご異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 
ご異議なしと認めます。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 
次に、「認定第１１号 平成２４年度 飯塚市工業用地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定」

についての討論を許します。討論はありませんか。 
（ 討論なし ） 
討論を終結いたします。採決いたします。「認定第１１号 平成２４年度 飯塚市工業用地造

成事業特別会計歳入歳出決算の認定｣について、認定することに、賛成の委員は挙手願います。 
（ 挙  手 ） 
賛成多数。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 
次に、「認定第１２号 平成２４年度 飯塚市汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定」に

ついての討論を許します。討論はありませんか。 
（ 討論なし ） 
討論を終結いたします。採決いたします。「認定第１２号 平成２４年度 飯塚市汚水処理事

業特別会計歳入歳出決算の認定」については、認定することに、ご異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 
ご異議なしと認めます。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 
次に、「認定第１３号 平成２４年度 飯塚市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定」に

ついての討論を許します。討論はありませんか。 
（ 討論なし ） 
討論を終結いたします。採決いたします。「認定第１３号 平成２４年度 飯塚市学校給食事

業特別会計歳入歳出決算の認定｣について、認定することに、賛成の委員は挙手願います。 
（ 挙  手 ） 
賛成多数。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 
正副委員長を代表いたしまして、皆さま方に一言お礼申し上げます。職員の皆さま方につき

ましては、本特別委員会の資料等につきまして、時間を多く要して、資料を用意していただき

まして、本当に誠にありがとうございました。平成２４年度の決算特別委員会も２９日、３０

日、３１日の予定にしておりましたが、皆さん方のご協力によりまして、２日間で済むことが

できました。委員のみなさん、どうもありがとうございました。また、市長はじめ、職員の皆

さん方、２日間にわたりまして、ご協力いただきまして誠にありがとうございました。本特別

委員会におきましては、委員の皆さま方から職員の皆さん方に対しまして、叱咤激励、そして

また今後の市の行政につきまして、要望あるいはお願い等が上がっております。どうかこれか

らの飯塚市民の福祉の向上のために生かしていただきますように、心からお願い申し上げまし
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てお礼のあいさつに代えさせていただきます。本当に２日間ありがとうございました。 
（ 拍  手 ） 
以上をもちまして、平成２４年度決算特別委員会を閉会いたします。長時間お疲れ様でした。 


